
　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0001

A201200448

2012-1440

2012/08/23

(事故発生地)

神奈川県

　建物を全焼する火災が発生し、現場に
当該製品があった。

　調査の結果、○建物が全焼し、現場に当該製
品があった。○当該製品本体は、焼損が著しく
、樹脂製の外郭が焼損、焼失していたが、本体
から発火した痕跡は認められなかった。○電源
コードに溶融痕が認められたが、一次痕か二次
痕かの特定はできなかった。●当該製品の電源
コードに溶融痕が認められたが、電源コードの
溶融痕が一次痕か二次痕か特定できず、事故発
生状況等も不明であることから、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2012/09/19)除湿機

燦坤日本電器（株）

ＴＳＩ－ＤＨ４２０

( 火災 )

A201200547

2012-1780

2012/10/16

(事故発生地)

北海道

　飲食店で異臭に気付き確認すると、当
該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が
発生していた。

　調査の結果、○当該製品を最後に使用してか
ら約２時間半後に、当該製品側面にある操作部
と周辺が焼損していた。○操作部の制御基板は
、上方の樹脂製部品が焼失し、それに沿って制
御基板が焼損していた。○制御基板の温水制御
用電子部品が配置された箇所が著しく焼損し、
基板裏面側のパターンの一部が焼失し、溶融痕
が認められた。また、当該箇所を覆っていたポ
ッティング材が焼損していた。●当該製品の制
御基板の温水制御用電子部品付近から発火した
可能性も考えられるが、外郭の焼損も著しく、
外部からの延焼の可能性も考えられることから
、製品起因か否かを含め、原因の特定には至ら
なかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2012/10/26)温水洗浄便座

アイシン精機（株）（（株
）ＩＮＡＸ（現　ＬＩＸＩ
Ｌ）ブランド）

ＣＷ－Ｋ３１（（株）ＩＮ
ＡＸ（現　（株）ＬＩＸＩ
Ｌ）ブランド）

( 火災 )

A201201027

2012-3477

2013/03/06

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品、工具箱、防水型コ
ンセントに焼損が認められた。○当該製品の電
源コードが焼損し電源スイッチの端子台から外
れていた。○当該製品の圧力スイッチの外郭（
ＡＢＳ樹脂）に焼損が認められた。○当該製品
の電動機、配線に電気的な過熱及び短絡した痕
跡は認められなかった。○当該製品の押しボタ
ンスイッチに荒れ及びスパークの痕跡は認めら
れなかった。●当該製品の電源コードが焼損し
電源スイッチの端子台から外れており、圧力ス
イッチにも焼損が認められたが、電源コード及
び圧力スイッチの詳細が確認できなかったこと
から、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/03/18)空気圧縮機

西芝電機（株）（（株）東
芝　（現　東芝産業機器シ
ステム（株））ブランド）

ＧＰ５－４Ｓ８（（株）東
芝（現　東芝産業機器（株
））ブランド）

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0002

A201300218

2013-0863

2013/06/06

(事故発生地)

栃木県

　建物の２階部分を全焼する火災が発生
し、現場に当該製品があった。

　調査の結果、○当該製品は、焼損が著しく、
溶融した樹脂部品のほか、除湿ローター（空気
中の水分を吸着させる部品）、モーター、ヒー
ター、基板、電源コード、内部配線等が残存し
ていた。○基板の半分以上が焼失しており、電
源コード及び内部配線とも、一部確認できない
箇所があり、溶融痕が認められた。○モーター
、ヒーター等のその他の電気部品には出火痕跡
は認められなかった。●当該製品は焼損が著し
く、基板の一部等が確認できないことから、製
品起因か否かを含め、原因の特定には至らなか
った。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/06/27)除湿機

（株）サイテック（現　三
菱電機ホーム機器（株））

ＭＪ－Ｚ７０ＣＸ

( 火災 )

A201300245

2013-0941

2013/03/06

(事故発生地)

京都府

　当該製品でお湯を沸かした後、蓋を開
けようとしたところ、当該製品を倒し、
蓋が外れて中のお湯が体にかかり、火傷
を負った。

　事故の原因は、当該製品の製造時の組み立て
のばらつきのため当初より蓋が固く開きにくく
、座った状態で開きにくい蓋を無理に開けよう
と誤って当該製品を転倒させたことから、当該
事故に至ったものと推定される。　なお、取扱
説明書には、「ケトルを転倒させない。湯が流
れ出てやけどの恐れあり」、「湯沸かし中また
は湯沸かし直後はふたを開けない。やけどの原
因になる」旨、記載されている。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/07/09)電気ケトル

（株）グループセブジャパ
ン

ＫＯ３２０１７３

( 重傷 )

A201300384

2013-1511

2013/08/19

(事故発生地)

東京都

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品の背面キャビネット
の一部に溶融が認められた。○電源基板上のフ
ィルムコンデンサーのうち、２個は焼損して溶
融し一体化しており、別の２個は焼損し脱落し
ていた。○電源コードは電源基板付近で断線し
溶融痕が認められたが、通常使用では応力がか
かりにくい位置であった。○電源コードはコネ
クターを電源基板のピンに差し込む構造であり
、ゴム製のプロテクターを通じて本体に引き込
まれていた。○他の部品に異常は認められなか
った。●当該製品の電源基板上の複数のコンデ
ンサーに焼損が認められたが、コンデンサーが
焼損した原因の特定ができないことから、製品
起因か否かを含め、原因の特定には至らなかっ
た。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/09/02)液晶テレビ

ソニーイーエムシーエス（
株）

ＫＤＬ－３２ＥＸ３００

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0003

A201300387

2013-1512

2013/08/08

(事故発生地)

福岡県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品の片側の受刃周辺が
焼損しており、接続されていた屋内配線も被覆
が炭化・焼損していた。○焼損した受刃につい
て、電源プラグとの接触部には特に異常は確認
されなかった。○当該製品に差し込まれた屋内
配線の芯線は、細くなって表面が荒れているな
ど、焼損が著しかった。○接続端子内部の部品
が一部確認できなかった。●当該製品の屋内配
線接続部で接触不良が発生し、異常発熱したも
のと考えられるが、屋内配線の芯線の焼損が著
しく、確認できない部品があることから、製品
起因か否かを含め、原因の特定には至らなかっ
た。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/09/02)コンセント

パナソニック（株）

ＷＮ１８２１

( 火災 )

A201300435

2013-1659

2013/08/18

(事故発生地)

宮城県

　当該製品を自動車のダッシュボード上
に置いていたところ、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○自動車内のダッシュボード上
で当該製品を充電していた。○当該製品は著し
く焼損していた。○当該製品はリチウムポリマ
ー電池を内蔵していた。○取扱説明書には、「
炎天下の車内等のような高温になる場所で使用
・放置しない、充電は０℃～４０℃の室内で行
う」旨、記載されていた。●当該製品は、自動
車内のダッシュボード上に放置されていたため
、過熱により出火した可能性が考えられるが、
焼損が著しいことから、製品起因か否かを含め
、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/09/24)ソーラー式充電器

（株）カイホウジャパン

ＫＨ－ＳＣ０１Ｓ

( 火災 )

A201300470

2013-1838

2013/09/26

(事故発生地)

東京都

　当該製品で視聴中、当該製品を焼損、
周辺を汚損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の焼損部分は、電源
コードを接続しているＡＣインレット部のみで
あり、勘合部の栓刃が溶融・焼失していた。○
ＡＣインレットの溶融した栓刃の一部は、電源
コードの器具側のプラグ内部に残存していたが
、アース部の勘合部は焼失し確認できなかった
。○Ｘ線にて、電源コードの器具側のプラグ内
部の確認を行ったところ、片極の栓刃に挿入不
足が認められた。○ＡＣインレット部と電源コ
ードを交換したところ、正常に動作した。●当
該製品のＡＣインレット勘合部において、接続
不良により接触抵抗が増大したため異常発熱し
出火に至ったものと考えられるが、焼損が著し
く、部品の一部が確認できなかったことから、
製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至
らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/10/11)プラズマテレビ

松下電器産業（株）（現  
パナソニック（株））

ＴＨ－３７ＰＸ５０

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0004

A201300530

2013-2152

2013/10/27

(事故発生地)

大阪府

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○当該製品はスイッチ付テーブルタップ（４
口）に接続されていた。○当該製品のスイッチ
の位置は、「ＨＯＴ」「弱」「ターボ保持」状
態であった。○樹脂製の外郭は、ターボスイッ
チ及び送風ファン周辺が溶融していた。○ター
ボスイッチ近傍には、内部基板とヒーター部を
結ぶ配線の接続部が位置しており、内部基板の
配線接続部が欠損していた。また、ターボスイ
ッチには、当該欠損部が高温になったと思われ
る痕跡（樹脂の溶融）が認められた。○内部基
板とヒーター部を結ぶ配線が内部基板近傍で断
線しており、断線部に溶融痕が認められた。○
その他の電気部品に発火の痕跡は認められなか
った。●当該製品は、断線していた内部配線に
溶融痕が認められたことから、当該配線接続部
近傍から発火したものと考えられるが、配線接
続部が欠損しており、使用状況の詳細が不明で
あるため、製品起因か否かを含め、事故原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/11/08)ヘアドライヤー

松下電工（株）（現　パナ
ソニック（株））

ＥＨ５４９

( 火災 )

A201300534

2013-2188

2013/10/03

(事故発生地)

福岡県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○事故発生時、当該製品は使用
されていなかった。○現場から回収された端子
板及び配線の一部及び冷媒管の一部を確認した
結果、出火の痕跡は認められなかった。○制御
基板、電源コード等の電気部品が確認できなか
った。●当該製品の焼損が著しく、確認できな
い部品があることから、製品起因か否かを含め
、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/11/11)エアコン

シャープ（株）

ＡＹ－Ｇ２２ＭＧＷ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0005

A201300552

2013-2238

2013/11/02

(事故発生地)

大阪府

　工場乾燥室で当該製品を使用中、当該
製品を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は線香工場で線香の
乾燥用として使用され正規品より小さい寸法の
フィルターが装着されていた。○当該製品は外
郭前面が焼失し右側面から背面側上部にかけて
樹脂部が焼損、溶融していた。送風モーターの
ファン及び支持ケーシングは完全に溶融してい
た。内部には線香の付着が認められた。○電源
基板には溶融樹脂が付着し基板上のコンデンサ
ーに焼損が認められ電源基板ケースの一部が焼
失していた。○機体内の電源コード及びモータ
ーリード線に溶融痕が認められたがいずれも二
次痕と判断されその他の電装部品にも発火の痕
跡は認められなかった。○線香粉末を機体内に
付着させた再現試験を行ったが再現には至らな
かった。●当該製品は内部に付着した線香粉末
がヒーターによる加熱により出火した可能性が
考えられるが再現試験において再現に至らなか
ったことから製品起因か否かを含め原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/11/19)電気除湿機

三菱電機ホーム機器（株）

ＭＪ－Ｚ７０ＷＸ

( 火災 )

A201300558

2013-2263

2013/09/20

(事故発生地)

栃木県

　建物が全焼する火災が発生し、現場に
当該製品があった。

　調査の結果、○当該製品は、金属製のフレー
ム、スタンド、背面カバーを除きほとんど焼失
していた。○残存したメイン基板の配線パター
ンに溶融痕等の出火の痕跡は認められなかった
。○配線はほとんどが焼失していたが、残存し
ていたリード線に溶融痕等の出火の痕跡は認め
られなかった。●当該製品の残存した電気部品
には出火した痕跡は認められなかったが、焼損
が著しく、確認できない部品もあることから、
製品起因か否かを含め、原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/11/22)液晶テレビ

（株）東芝

３２Ｃ７０００

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0006

A201300570

2013-2298

2013/11/14

(事故発生地)

新潟県

　当該製品を使用中、建物の２階部分を
全焼する火災が発生し、１名が火傷を負
った。現場に当該製品があった。

　調査の結果、○当該製品は焼損が著しく、確
認できた電気部品は、ファンモーター、電源コ
ード、内外連絡線のみであり、制御基板、内部
配線等は確認できなかった。○電源コードの室
内機側の末端及び内外連絡線の数か所に溶融痕
が認められたが、一次痕か二次痕かは不明であ
った。○ファンモーターは、形状を留めていた
が、全体的に炭化が認められた。●当該製品は
焼損が著しく、確認できない部品があることか
ら、製品起因か否かを含め、原因の特定には至
らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/11/27)エアコン

（株）長府製作所

ＲＡ－２２２６ＰＶ

( 火災 )

A201300592

2013-2378

2013/11/11

(事故発生地)

茨城県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、当該製品は長期使用（約３０年
）により、コントローラーのプロテクター出口
部の電源コードに屈曲ストレスが繰り返し加わ
って素線が徐々に断線、短絡し、火災に至った
ものと考えられる。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。　なお、日本電熱株式会社及
び東芝ホームテクノ株式会社では、ＨＰに
おいて電気毛布等の暖房器具の経年劣化に
関する注意喚起を実施している。

(受付:2013/12/04)電気毛布

日本電熱（株）（東京芝浦
電気（株）（現　東芝ホー
ムテクノ（株））ブランド
）

ＣＳ－２１２（東京芝浦電
気（株）（現　東芝ホーム
テクノ（株）ブランド）

( 火災 )

A201300594

2013-2379

2013/11/07

(事故発生地)

宮城県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は樹脂製の飼育ケー
ジ底に敷いて使用され、飼育ケージ内では床材
と飼育用ライトを使用して亀を飼育していた。
○当該製品は上面の板の方が下面の板に比べて
焼損が著しかった。○当該製品の残存する電気
部品に出火の痕跡は認められなかったが、ヒー
ターが一部焼失していた。●当該製品の上で使
用していた樹脂製の飼育ケージ底板が燃えて抜
け落ちたものと推定され、飼育に使用されてい
たライトが落下して床材を燃焼させた可能性も
考えられるが、当該製品のヒーターが一部焼失
して確認できないことから、製品起因か否かを
含め、原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/12/04)パネルヒーター

サンライズ工業（株）

ナイーブ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0007

A201300651

2013-2602

2013/11/22

(事故発生地)

山口県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品のヒーター、電源コ
ード、電源スイッチ等の電気部品には溶融痕等
の出火の痕跡は認められなかった。○制御基板
は焼損し、動作確認ができなかった。○焼き室
直下のパン屑トレーが著しく焼損し、表面には
マーガリンと推定される油脂類の付着が認めら
れた。○同等品を用いた再現試験では、ポップ
アップするまでの時間では、発火に至らなかっ
たため、強制的に約２０分間連続加熱すると、
食パンを素焼きにした場合には発火しなかった
が、マーガリンを塗った場合は発火が認められ
た。●当該製品にマーガリン等の油脂類を塗っ
た食パンを加熱したため、油脂類が過熱し出火
したものと推定されるが、同等品による再現試
験では、ポップアップするまでの時間ではマー
ガリンを塗った食パンは発火しなかったことか
ら、制御基板に不具合があった可能性もあるこ
とから、製品起因か否かを含め、原因の特定に
は至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/12/25)電気トースター

（株）山善

ＰＴ－８５０

( 火災 )

A201300710

2013-3508

2013/12/02

(事故発生地)

福岡県

　当該製品に電気製品を接続していたと
ころ、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。

　調査の結果、○電気冷蔵庫の上部にある壁コ
ンセントに差し込まれたマルチタップに当該製
品が接続されていた。○当該製品の電源プラグ
から約２ｃｍの位置で、両極とも素線の一部が
断線しており、両極間の素線同士が一部接触し
た状態の溶融痕が認められた。○他の電気部品
に電気的な異常は確認されなかった。●当該製
品のコードの屈曲により内部の芯線が断線した
際の火花が可燃性の壁材に着火したものと考え
られるが、使用状況は不明であり、電源コード
に屈曲が加わった原因の特定には至らなかった
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/01/20)延長コード

（株）福島明工社

ＭＲ２９８２

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0008

A201300719

2013-3512

2013/12/19

(事故発生地)

大阪府

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○本体内部の電気部品のうち、
電源スイッチ、転倒時オフスイッチ及び内部配
線のほとんどが焼失しており確認することがで
きなかった。○電源コードは本体のプロテクタ
ー部から５０ｃｍの部位で断線し、断線部に溶
融痕が認められたが一・二次痕の特定はできな
かった。○残存していたその他の電気部品には
発火の痕跡は認められなかった。●当該製品は
、製品内部の残存部品に発火の痕跡は認められ
なかったが、焼損が著しく内部配線、電源スイ
ッチなどが確認できなかったことから、製品起
因か否かを含め、事故原因の特定には至らなか
った。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/01/22)電気ストーブ

燦坤日本電器（株）

ＴＳＫ－５３６２Ｑ

( 火災 )

A201300747

2013-3651

2013/12/27

(事故発生地)

奈良県

　当該製品の電源プラグを焼損する火災
が発生した。

　調査の結果、○当該製品は電源プラグの中間
部分から樹脂が噴出していた。○電源プラグ内
部の片側の栓刃のカシメ部分の内、コード被覆
と共にカシメている部分（コード押さえのカシ
メ）に断線と溶融痕が認められた。○プロテク
ター外側及びプラグ内部の素線に軽度のよじれ
が認められた。●当該製品は、電源プラグ内部
のカシメ部付近に応力が加わった、又はカシメ
不良によって電源コードが半断線状態となって
過熱し、火災に至った可能性が考えられるが、
カシメ部が溶融していることから、製品起因か
否かを含め、事故原因の特定には至らなかった
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/01/29)電気掃除機

ダイソン（株）

ＤＣ１２

( 火災 )

A201300753

2013-3669

2013/12/27

(事故発生地)

富山県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生し、１名が死亡した。

　調査の結果、○当該製品の焼損が著しく、ス
イッチ部や制御基板などの部品は確認できなか
った。○当該製品内部の残存する電気部品及び
配線に異常は認められなかった。○電源コード
及び電源プラグに溶融痕等の出火の痕跡は認め
られなかった。●当該製品の焼損が著しく、確
認できない部品があることから、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/01/30)電気ストーブ（オイルヒ
ーター）

ユー・ティー・シー・ジャ
パン（株）（デロンギ・ジ
ャパン（株）が事業継承）

ＵＴＡＸ－Ｄｅ’Ｌｏｎｇ
ｈｉ　４７０８１２Ｇ

( 火災  死亡  CO中毒 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0009

A201300760

2013-3699

2014/01/05

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生し、３名が負傷した。

　調査の結果、○当該製品の前面付近に毛布が
あった。○当該製品の保護網に繊維状の付着物
が認められた。○当該製品は焼損が著しく、電
源スイッチ及び転倒時ＯＦＦスイッチの可動接
点は確認できなかった。○残存する電源コード
や内部配線等の電気部品に溶融痕等の出火した
痕跡は認められなかった。●当該製品の焼損が
著しく、確認できない部品があることから、製
品起因か否かを含め、事故原因の特定には至ら
なかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/02/03)電気ストーブ

神田無線電機（株）

ＫＷＧ－ＨＥ２１０００Ｐ

( 火災  重傷 )

A201300764

2013-3701

2013/11/19

(事故発生地)

長崎県

　当該製品を焼損する火災が発生した。 　調査の結果、○当該製品の焼損が著しく、ノ
イズフィルター基板やタイマーモーターなどの
部品は確認できなかった。○内部配線に溶融痕
が認められた。○事故当時、当該製品が運転中
であったのかは不明である。●当該製品の焼損
が著しく、確認できない部品があることから、
製品起因か否かを含め、原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/02/05)電子レンジ

松下電器産業（株）（現　
パナソニック（株））

不明

( 火災 )

A201300770

2013-3736

2014/01/23

(事故発生地)

群馬県

　建物を半焼する火災が発生し、１名が
死亡し、２名が負傷した。現場に当該製
品があった。

　調査の結果、○当該製品は、事故当時運転さ
れておらず、上蓋は、開いて背面に収納された
状態で焼損していた。○当該製品の、焼損は著
しく、表示基板及び制御基板の一部が確認でき
ず、電源入力部の雑音防止用コンデンサーも確
認できなかった。○当該製品はリコール対象機
種であるが、対策は実施されており、対策部に
溶融痕等の出火の痕跡は認められなかった。○
その他の電気部品、電気配線及びヒーター部に
溶融痕等の出火の痕跡は認められなかった。●
当該製品は事故当時運転されておらず、残存し
た電気部品には出火した痕跡は認められなかっ
たが、焼損が著しく、確認できない部品もある
ことから、製品起因か否かを含め、原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/02/07)電気洗濯乾燥機

三洋電機（株）（現　パナ
ソニック（株））

ＡＷＤ－ＳＴ８６Ｚ

( 火災  死亡 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0010

A201300800

2013-3845

2014/01/19

(事故発生地)

宮崎県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生し、１名が死亡した。

　調査の結果、○当該製品の冷凍室や冷蔵室の
庫内にススが付着していて熱溶融しているもの
の、本体側面が著しく焼損していた。○機械室
内は焼損しているものの、圧縮機、スターター
及びオーバーロードリレーに出火の痕跡は認め
られなかった。○機械室内で断線した内部配線
に溶融痕が認められた。○機械室内の圧縮機の
周囲に繊維製品などの焼損物が散在していたが
、小動物の糞などは認められなかった。●当該
製品の内部配線に溶融痕が認められたことから
、内部配線の断線によるスパーク等で周囲の可
燃物に引火したものと推定されるが、事故原因
の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/02/19)電気冷蔵庫

日立アプライアンス（株）

Ｒ－８２４ＣＢ

( 火災  死亡 )

A201300801

2013-3843

2014/01/24

(事故発生地)

京都府

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　調査の結果、当該製品は長期使用（約４０年
）により、柔軟性が低下したヒーター線が屈曲
したまま重なりを生じたため、局部過熱して焼
損に至ったものと考えられる。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。　なお、日本電熱株式会社及
び株式会社東芝では、ＨＰにおいて電気毛
布等の暖房器具の経年劣化に関する注意喚
起を実施している。

(受付:2014/02/19)電気毛布

日本電熱（株）（（株）東
芝ブランド）

ＣＢ－１３６（株式会社東
芝ブランド）

( 火災 )

A201300841

2013-3990

2014/01/31

(事故発生地)

愛媛県

　当該製品の内部部品を焼損し、周辺を
汚損する火災が発生した。

　事故の原因は、当該製品の長期使用（１５年
以上）により、モーターの起動用コンデンサー
が絶縁劣化し、コンデンサー内部で短絡が生じ
たため、出火したものと推定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/03/03)換気扇（床下用）

（株）日本衛生センター

ＳＣ－２３０

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0011

A201300864

2013-4072

2013/02/06

(事故発生地)

北海道

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生し、１名が死亡した。

　調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、本
体部分は金属製ヒーターガードしか確認できな
かった。○残存する電源コードやプラグに異常
は認められなかった。○当該製品の近くに布団
があった。●当該製品のヒーター部に布団が接
触し、火災に至った可能性も考えられるが、当
該製品は焼損が著しく、確認できない部品があ
ることから、製品起因か否かを含め、原因の特
定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/03/10)電気ストーブ（ハロゲン
ヒーター）

三洋電機（株）

ＫＲ－Ｈ８００

( 火災  死亡 )

A201300879

2013-4106

2014/03/03

(事故発生地)

熊本県

　店舗で当該製品を使用中、異音がした
ため確認すると、当該製品を焼損し、周
辺を汚損する火災が発生していた。

　調査の結果、○当該製品は５年前から縦置き
にされ、通風孔の前に物が置かれて、製品内部
に熱が溜まりやすい状況であった。○パワート
ランジスタの端子付近が焼損しており、縦置き
した時パワートランジスタの直上に位置する樹
脂製部品が焼失していた。○同等品を用いて再
現実験を実施したところ、水平置きに設置した
ときよりも、縦置きにしたときはパワートラン
ジスタの温度が１７～１８℃程度上昇するが、
出火は再現できなかった。○取扱説明書には、
「設置の際は通風孔を塞がない」旨記載されて
いる。●当該製品を縦置きに設置したことによ
り、パワートランジスタがショートしたため、
抵抗が異常過熱して出火した可能性が考えられ
るが、再現試験で出火に至らなかったことから
、製品起因か否かを含め、原因の特定には至ら
なかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/03/13)アンプ

日本ビクター（株）（現　
（株）ＪＶＣケンウッド）

ＡＸ－Ｚ９１１

( 火災 )

A201300880

2013-4107

2014/02/20

(事故発生地)

広島県

　当該製品で調理中、その場を離れたと
ころ、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生していた。

　調査の結果、○使用者は、蒸し器を使用して
、当該製品で約１時間連続調理していた。○当
該製品の下側ケースはファンモーター取り付け
部周辺に著しい焼損が認められたが、ファンモ
ーターは確認できなかった。○電源コードは断
線し、約１０ｃｍが確認できなかった。○ＩＨ
コイル、ＩＨ基板等の電気部品には、出火した
痕跡は認められなかった。●当該製品の残存し
た電気部品には出火した痕跡は認められなかっ
たが、ファンモーター取り付け部周辺の焼損が
著しく、ファンモーター及び電源コードの一部
が確認できなかったことから、製品起因か否か
を含め、原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/03/13)ＩＨ調理器

象印マホービン（株）

ＥＺ－ＨＡ２６

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0012

A201300887

2013-4111

2014/03/03

(事故発生地)

千葉県

　当該製品に複数のパソコン周辺機器を
接続して使用中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。（A201300888
、A201300889と同一事故）

　調査の結果、○当該製品のＡＣアダプター本
体は、基板の一部を残してほぼ焼失しており、
トランスやコンデンサー等ほとんどの電気部品
が確認できなかった。○ＡＣアダプターのＡＣ
コード及びＤＣコードは、被覆が焼失していた
が、コード芯線に溶融痕等出火した痕跡は認め
られなかった。また、ＡＣプラグ及びＤＣプラ
グから出火した痕跡は認められなかった。○当
該製品本体は、樹脂製ケースに焼損が認められ
ず、内部から出火した痕跡も認められなかった
。●当該製品は、ＡＣアダプター本体の焼損が
著しく、確認できない部品があることから、製
品起因か否かを含め、事故原因の特定には至ら
なかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/03/14)ルーター（パソコン周辺
機器）

ＮＥＣアクセステクニカ（
株）

ＰＡ－ＷＲ８１７０Ｎ－Ｓ
Ｔ

( 火災 )

A201300900

2013-4151

2014/02/21

(事故発生地)

千葉県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品は炊飯中であった。
○当該製品は樹脂部品が焼失し、外郭（金属製
）は背面側と正面から見て左側面の焼損が著し
い状態であったが、内がまに異常過熱の痕跡は
認められなかった。○背面側に内蔵されている
コードリール部（電源プラグを含む電源コード
）は確認できなかった。○加熱コイル、電源基
板、ＩＨ基板、表示基板、ヒーター（蓋、胴部
）、内部配線に出火の痕跡は認められなかった
。○当該製品の電源プラグを接続していた延長
コードのタップは、確認できなかった。●当該
製品の残存部品に出火の痕跡は認められなかっ
たが、焼損が著しく、確認できない部品がある
ことから、製品起因か否かを含め、原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/03/18)電気炊飯器

象印マホービン（株）

ＮＰ－ＣＢ１０

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0013

A201300909

2013-4179

2014/03/06

(事故発生地)

京都府

　当該製品を使用中、建物を全焼する火
災が発生した。

　○当該品は室内機、室外機とも著しく焼損し
ていたが電源コードを除き室内機及び室外機の
電装部品に発火の痕跡は認められなかった○端
子台基板に接続した電源コードの断線部に溶融
痕が認められ残留長から電源コード収納スペー
ス近くで断線していると考えられた○端子台基
板に接続された内外接続線の端部に鋭角の切断
面が認められ端部直近に中間接続端子の一部と
考えられる金属片が溶着していた。現場に残留
していた２組の断線した内外接続線の端部にも
鋭角の切断面が認められ一部の端部直近に中間
接続端子の一部と考えられる金属片が溶着して
いた●当該品は束ねられた電源コードが異常発
熱して発火に至った可能性、中間接続端子で接
続されていた内外接続線が接続不良により異常
発熱して発火に至った可能性が考えられたが詳
細な設置状況が不明であり焼損が著しく確認で
きない部品があることから製品起因か否かを含
め事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/03/20)エアコン

三菱電機（株）

ＭＳＺ－Ｊ２８９－Ｗ

( 火災 )

A201300913

2013-4181

2014/03/12

(事故発生地)

京都府

　事務所で当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

　事故の原因は、当該製品の長期使用（約４５
年）により、モーター巻線又はコンデンサーの
絶縁性が劣化し、短絡が生じて異常発熱し、出
火に至ったものと推定される。

　同社は、２００７年（平成１９年）９月
７日からホームページに告知を掲載し、長
期使用の扇風機に対する注意喚起を行って
いる。

(受付:2014/03/20)扇風機

東京芝浦電気（株）（現　
東芝ホームテクノ（株））

ＳＦ－３５Ｅ（モータ部分
のみ）

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0014

A201300923

2013-4221

2014/01/23

(事故発生地)

高知県

　建物２棟を全焼、１棟を半焼する火災
が発生し、現場に当該製品があった。

　調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、金
属部品のみ残存していた。○前面ガードの表側
には、溶融・焼損した樹脂の付着が認められた
。○基板、電源スイッチ等の電気部品は確認が
できなかった。●当該製品の焼損が著しく、確
認できない部品もあることから、製品起因か否
かを含め、原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/03/25)電気ストーブ（ハロゲン
ヒーター）

（株）千住

ＰＨ－１２１１

( 火災 )

A201300924

2013-4222

2014/02/13

(事故発生地)

大阪府

　当該製品を使用中、異臭がしたため確
認すると、当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生していた。

　調査の結果、○当該製品は端部から放射状に
焼損していた。○焼損部分のヒーター線は焼失
し、残存部の先端にはショート痕は認められな
かった。○電気接続部、温度ヒューズ、サーモ
スタットには、出火につながる異常は認められ
なかった。○使用者は電源コードを本体に巻き
付けて保管していた。●当該製品は、約８年の
使用によって、ヒーター線が絡まって蓄熱によ
り焼損した可能性が考えられるが、ヒーター線
の一部が確認出来ないため、製品起因か否かを
含め、原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/03/25)電気あんか

（株）広電

ＣＡＳ－３５Ａ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0015

A201300928

2013-4223

2014/02/04

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○当該品は２～３年前にリサイクルショップ
から中古で購入されたもの。○コンデンサーと
閉端接続端子間の内部配線に他の配線の一部が
溶着し溶融痕が認められたが大きな気泡が多数
認められたため一次痕か二次痕かの特定はでき
なかった。○電源コードの本体内の引込み部周
辺で両極の芯線が断線し先端に溶融痕が認めら
れたが内部配線の溶融痕よりも電源側に近いこ
とから二次痕と判断された。○脱水槽の蓋スイ
ッチ及び一部の内部配線類は確認できなかった
。○残存していたその他の電気部品（モーター
、タイマー、コンデンサー）及び配線類に発火
の痕跡は認められなかった。●当該品の回収さ
れた電気部品及び内部配線類には発火の痕跡は
認められなかったが一部回収されていない部品
（脱水槽の蓋スイッチ、内部配線の一部）があ
り中古品として購入した以前の使用状況も確認
できないことから製品起因か否かを含め事故原
因特定に至らなかった

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/03/26)電気洗濯機

東芝家電製造（株）（現　
東芝ホームアプライアンス
（株））

ＶＨ－３０Ｓ

( 火災 )

A201300936

2014-0014

2014/03/09

(事故発生地)

埼玉県

　建物が全焼する火災が発生し、現場に
当該製品があった。

　調査の結果、○当該製品は焼損が著しく、金
属部品のみが残存していた。○制御基板、スイ
ッチ、センサー等の殆どの電気部品が確認でき
なかった。○モーター、回収された内部配線、
電源コードに溶融痕等出火した痕跡は認められ
なかった。●当該製品の焼損が著しく、確認で
きない部品があることから、製品起因か否かを
含め、原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/03/28)電気洗濯機

パナソニック（株）

ＮＡ－Ｆ５０２Ｋ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0016

A201300938

2014-0015

2013/01/23

(事故発生地)

千葉県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品の発熱シートは、座
布団が置かれた付近の焼損が著しかった。○焼
損した発熱シートに釘打ちの痕跡は認められな
かった。○発熱シート内部の発熱体の確認はで
きなかった。○焼損した座布団は廃棄されてい
たため確認できなかったが、同等品に座布団を
置いた再現試験での発熱シート温度は６５℃で
発火には至らなかった。●当該製品は焼損が著
しく、発熱体の一部が確認できないことから、
製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至
らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/03/28)電気式床暖房

秀朋（株）（山中産業（株
）ブランド）

ＴＴＫ－８０２１

( 火災 )

A201400021

2014-0200

2014/01/07

(事故発生地)

三重県

　当該製品を充電中、建物を全焼する火
災が発生し、６名が軽症を負った。（
A201400109と同一事故）

　調査の結果、○当該製品本体及び充電用卓上
ホルダーに出火の痕跡は認められなかった。○
当該製品のバッテリーは、外部から熱を受けて
焼損した痕跡が認められた。○ＡＣアダプター
は基板上のヒューズ抵抗及びダイオードブリッ
ジに出火の痕跡は認められなかったが、栓刃、
コンデンサー、トランス等の電気部品は確認で
きなかった。●当該製品の基板、バッテリー及
び充電用卓上ホルダーに出火の痕跡は認められ
なかったが、ＡＣアダプターの焼損が著しく、
確認できない部品があることから、製品起因か
否かを含め、事故原因の特定には至らなかった
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/04/10)携帯電話機

ＺＴＥジャパン（株）（ソ
フトバンクモバイル（株）
ブランド）

みまもりケータイ３型式：
２０２Ｚ（ソフトバンクモ
バイル株式会社ブランド）

( 火災 )

A201400044

2014-0279

2014/04/05

(事故発生地)

愛知県

　当該製品を延長コードに接続していた
ところ、当該製品の電源コード・プラグ
部及び周辺を焼損する火災が発生し、１
名が軽傷を負った。

　調査の結果、○現場の部屋はゴミが散乱して
おり、当該製品と延長コードのタップ部分がゴ
ミ等と一緒に焼損していた。○電源コードは断
線して溶融痕が認められたが、二次痕であった
。○電源プラグは焼損し、片側の栓刃が電源プ
ラグ内部で溶断していたが、もう一方の栓刃に
溶融や変形等の異常は認められなかった。○他
の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。
○延長コードのタップ刃受けに、溶融等の異常
は認められなかった。●当該製品は、電源プラ
グの栓刃の片側がプラグ内部で破断したため、
スパークが生じて出火に至ったものと考えられ
るが、栓刃が破断した原因が不明であり、製品
起因か否かを含め、事故原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/04/22)電気冷蔵庫

吉井電気（株）

ＥＲ－５０１

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0017

A201400054

2014-0303

2014/02/15

(事故発生地)

三重県

　車の荷台で当該製品を使用中、停止し
たため再始動しようとしたところ、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生した
。

　調査の結果、○当該製品を始動しようとした
際、マフラーから炎が吹き出し、荷台に漏洩し
ていた燃料に引火した。○当該製品は前面側よ
り背面側の焼損が強かった。○前面側のコンセ
ントや発電コイル等の電気部品に出火の痕跡は
認められなかった。○燃料タンクに燃料漏れは
認められなかったが、燃料フィルター及びゴム
製送油管が焼損し、キャブレター（気化器）内
部の樹脂製フロートも溶融していた。○エンジ
ン本体に焼き付きは無く、異常発熱の痕跡は認
められなかった。●当該製品の燃料送油経路に
燃料漏れがあったため、エンジンの燃焼に異常
が生じてマフラーから炎が吹き出し、漏れた燃
料に引火した可能性が考えられるが、燃料送油
経路が焼失しているため、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/04/25)発電機（携帯型）

デンヨー（株）

ＧＡ－２６０６Ｕ２

( 火災 )

A201400106

2014-0500

2014/05/02

(事故発生地)

静岡県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の外郭樹脂の底面は
焼損していなかったが、上方の焼損が著しかっ
た。○本体上方に配置している電源基板は回収
されておらず、確認することができなかった。
○電源コードに溶融痕が認められたが二次痕で
あった。○送風ファンモーター等のモーター類
、ヒーター、マイナスイオン発生器等の電気部
品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製
品の焼損が著しく、確認できない部品があるこ
とから、製品起因か否かを含め、原因の特定に
は至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/05/22)除湿乾燥機

松下エコシステムズ（株）
（現　パナソニックエコシ
ステムズ（株））

Ｆ－Ｙ１００Ｚ３

( 火災 )

A201400109

2014-0503

2014/01/07

(事故発生地)

三重県

　当該製品を含む複数の携帯電話機を充
電中、建物を全焼する火災が発生し、６
名が煙を吸うなど軽症を負った。（
A201400021と同一事故）

　調査の結果、○当該製品のＵＳＢコネクター
に出火の痕跡は認められなかった。○その他の
基板、バッテリー、充電器等の電気部品は確認
することはできなかった。●当該製品の残存し
ている部品に出火の痕跡は認められなかったが
、焼損が著しく、確認出来ない部品があること
から、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/05/22)携帯電話機

ＺＴＥジャパン（株）（ソ
フトバンクモバイル（株）
ブランド）

ＰｏｃｋｅｔＷｉＦｉ　型
式：２０３Ｚ（ソフトバン
クモバイル株式会社ブラン

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0018

A201400125

2014-0561

2014/05/18

(事故発生地)

大阪府

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、　○電源プラグは当該製品右側
上部の壁に設置されていた２口コンセントに接
続されており、電源プラグから約５ｃｍの位置
で電源コードが異極間短絡した状態で断線し、
先端に溶融痕が認められた。○庫内の温度調節
ダイヤルは「切」位置に設定されていた。○外
郭は天面全体が焼損していたが、庫内及び背面
下部の機械室に焼損は認められなかった。○当
該製品は製造後２０年以上経過していた。●当
該製品の電源コードに溶融痕が認められたこと
から、断線部から出火した可能性が高いと考え
られるが、事故に至るまでの電源コードの配線
状況や取扱状況及びコード被覆の劣化状態が確
認できないことから、製品起因か否かを含め、
事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/05/29)電気冷蔵庫

松下冷機（株）（現　パナ
ソニック（株））

ＮＲ－５９Ｍ／Ａ

( 火災 )

A201400158

2014-0663

2014/05/19

(事故発生地)

千葉県

　当該製品を使用中、当該製品から発煙
する火災が発生した。

　調査の結果、○モーター内部が焼損しており
、巻線部にレイヤショート痕が認められた。○
モーターカバーに清掃された痕跡が認められた
。○モーターカバーには、通風用孔が数箇所設
けられていた。○モーター内部に液体が浸入し
た痕跡が認められたが、成分は特定できなかっ
た。○他の電気部品に、異常発熱した痕跡は認
められなかった。○当該製品は製造から１６年
１０か月経過していた。○取扱説明書には、「
電気製品には、水をつけたり、かけないこと。
」、本体には、「水や洗剤スプレーをかけない
。」旨、記載されている。●当該製品のモータ
ー内部に液体が浸入した痕跡が認められたこと
から、浸入した液体がモーター巻線に付着し、
絶縁劣化させたため、レイヤショートが生じて
異常発熱し、発煙したものと推定されるが、液
体が浸入した経緯が特定できなかったことから
、製品起因か否かを含め、原因の特定には至ら
なかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/06/11)換気扇

富士工業（株）

ＢＤＲ－３Ｈ－７５４ＢＬ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0019

A201400167

2014-0704

2014/04/03

(事故発生地)

三重県

　建物を全焼する火災が発生し、現場に
当該製品があった。

　調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、外
郭樹脂が焼損して塊になっていたが、底面は形
状が残っていた。○電源基板の銅箔パターンに
も電気的な溶融痕は認められず、電流ヒューズ
も溶断していなかったが、基板上の電気部品が
一部脱落し、確認できなかった。○その他のフ
ァンモーターやシャッターモーター等の電気部
品に、出火の痕跡は認められなかった。●当該
製品の焼損が著しく、確認できた電気部品に出
火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく
、確認出来ない部品があることから、製品起因
か否かを含め、原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/06/18)空気清浄機

日立アプライアンス（株）

ＥＰ－ＥＸ５０

( 火災  CO中毒 )

A201400168

2014-0717

2014/01/03

(事故発生地)

兵庫県

　店舗で延長コードに接続された当該製
品に複数の電気製品を接続して使用して
いたところ、当該製品及び周辺を焼損す
る火災が発生した。（A201400169と同
一事故）

　調査の結果、○当該製品の電源プラグ部及び
タップ部には出火の痕跡は認められなかった。
○電源コードの中間部分が細切れに断線し、断
線部の先端に溶融痕が認められたが、一次痕か
二次痕かの特定はできなかった。●当該製品は
、電源コードが半断線状態となり、異極間で絶
縁破壊しスパークにより発火したものと考えら
れるが、焼損が著しく確認出来ない部分があり
、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には
至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/06/19)延長コード

コーナン商事（株）

ＫＭＴ０８－０６２５

( 火災 )

A201400211

2014-0859

2014/06/22

(事故発生地)

東京都

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○使用者が当該製品本体を事故
翌日に廃棄したため、製品内部部品（リチウム
イオンセル等）の確認は出来なかった。○事故
発生時に撮影した写真から、本体の外郭樹脂は
焼損していた。○洗浄充電器内部の電気部品（
制御基板、ファンモーター、ポンプモーター、
ヒーター線）に出火した痕跡は認められなかっ
た。○洗浄充電器側の充電接続端子部に溶融は
認められなかった。○ＡＣアダプターの出力電
圧に異常は認められなかった。●当該製品本体
は廃棄され、製品内部を確認できなかったため
、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には
至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/07/11)電気シェーバー

パナソニック（株）

ＥＳ－ＥＬＶ９

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0020

A201400215

2014-0948

2014/06/29

(事故発生地)

東京都

　事務所で当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品のファンモーターの
コネクター部の端子に溶融痕が認められた。○
その他の電気部品及び内部配線に出火の痕跡は
認められなかった。○使用者は定期的（１～２
回／年）に市販のスプレー式洗浄剤を使用して
いた。●当該製品は、使用者が市販のスプレー
式洗浄剤で熱交換器を洗浄した際に、洗浄剤が
ファンモーターの端子部に付着し、端子間でト
ラッキング現象が生じて出火に至った可能性が
考えられるが、ファンモーターに洗浄剤が付着
しているか分析ができず、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/07/14)エアコン

三菱重工業（株） 

ＳＲＫ５０ＳＦ２

( 火災 )

A201400237

2014-1020

2014/06/08

(事故発生地)

長崎県

　当該製品にエアコンを接続していたと
ころ、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。

　調査の結果、○当該製品の刃受金具に過熱の
痕跡が認められ、刃受けの間隔が広がっていた
。○差し込まれていたエアコンの電源プラグの
栓刃には、当該製品の刃受けと接する箇所に溶
融痕が認められるほか、電源プラグ内部の栓刃
周辺の樹脂が炭化し、栓刃と電源コードカシメ
部にも溶融痕が認められた。○エアコンは１年
６か月前に取り付けられており、施工当時の情
報は入手できなかった。●当該製品の刃受けと
エアコンの電源プラグ間で接触不良が生じて異
常発熱し、栓刃間で短絡が生じて出火に至った
ものと推定されるが、接触不良が生じた原因が
不明であることから、製品起因か否かを含め、
事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/07/24)コンセント

松下電工（株）（現　パナ
ソニック（株））

ＷＦ３００２Ｅ

( 火災 )

A201400251

2014-1071

2014/07/22

(事故発生地)

鹿児島県

　建物を全焼する火災が発生し、１名が
死亡した。現場に当該製品があった。

　調査の結果、○事故当時、当該製品は運転し
ていなかった。○ファンモーター及びリード線
部に異常は認められなかった。○制御基板上の
確認できた部品に出火の痕跡はみられなかった
が、焼損が著しく、基板の大部分が確認できな
かった。○端子台は電源コード接続部のファス
トン端子のみが確認でき、端子は破断していた
が溶融等の異常は認められなかった。●当該製
品のうち確認できた部品に、溶融痕等の異常が
認められなかったが、制御基板など一部の電気
部品が確認できないため、製品起因か否かを含
め、出火原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/08/01)エアコン

パナソニック（株）

ＣＳ－２２９ＴＢ

( 火災  死亡 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0021

A201400264

2014-1122

2014/07/23

(事故発生地)

滋賀県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　事故の原因は、当該製品の内部基板のコンプ
レッサー配線接続部近傍で異常発熱が生じ、発
火に至ったものと推定されるが、配線接続部周
辺の基板が焼失し確認できないことから、発火
に至った原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/08/05)エアコン（室外機）

ダイキン工業（株）

ＡＲ４０ＤＤＰ

( 火災 )

A201400280

2014-1180

2014/07/28

(事故発生地)

群馬県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、金
属、ガラス以外の大部分が焼失しており、引掛
シーリング側の端子は確認ができなかった。○
ソケット側の端子及び電源コードには、溶融痕
等の出火の痕跡は認められなかった。●当該製
品の残存した電気部品には出火の痕跡は認めら
れなかったが、焼損が著しく、確認できない部
品もあることから、製品起因か否かを含め、原
因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/08/12)照明器具

（株）ヤザワコーポレーシ
ョン

Ｐ１６ＲＤ

( 火災 )

A201400306

2014-1279

2014/08/19

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、当該製品本体から出火の痕跡は
認められず、ケーブルに溶融痕が確認されたこ
とから、ケーブルを取付支持金具に挟み込んだ
ことにより、ケーブルの芯線が半断線となり、
異常発熱して周辺を焼損したものと推定される
。　なお、事業者が指定した業者の修理におい
て、配線の適切な処置を施していなかったこと
も事故発生に影響したものと推定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/08/28)太陽電池モジュール（太
陽光発電システム用）

京セラ（株）

ＫＪ６１Ｐ－４ＡＹＣＢ／
ＫＪ５０Ｐ－４ＡＹＣＢ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0022

A201400329

2014-1327

2014/08/17

(事故発生地)

福岡県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品は背面から天面にか
けて焼損し、特に背面上部の左側が著しく焼損
していた。○電源基板接続部付近の内部配線が
断線しており、断線部に溶融痕が認められた。
○当該製品の電源基板及び送風機モーターは確
認できなかった。●当該製品の焼損が著しく、
一部の電気部品が確認できないことから、製品
起因か否かを含め、原因の特定には至らなかっ
た。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/09/04)携帯型電気冷温庫

燦坤日本電器（株）

ＴＫ－ＣＷ１５

( 火災 )

A201400337

2014-1323

2014/08/28

(事故発生地)

茨城県

　火災報知器が鳴動したため確認すると
、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火
災が発生していた。

　調査の結果、当該製品のヒーター用ドアスイ
ッチと配線を接続するファストン端子が、製造
時の不具合により変形していたため、接触不良
により異常発熱し出火に至ったものと推定され
る。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/09/05)食器洗い乾燥機（ビルト
イン式）

松下電器産業（株）（現　
パナソニック（株））（ク
リナップ（株）ブランド）

ＮＰ－Ｐ４５Ｘ１Ｓ１ＣＰ
（クリナップ（株）ブラン
ド：型式ＣＷＰＭ－４５Ｓ

( 火災 )

A201400409

2014-1527

2014/09/27

(事故発生地)

宮城県

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、当該製品のバッテリーセルの封
口部に製造上の不具合によって生じた導電性異
物が付着し、充放電を繰り返すうちに封口部の
絶縁部が劣化し、バッテリーセルが内部短絡を
起こして過熱し、火災に至ったものと推定され
る。

　パナソニック株式会社は、平成２６年５
月２８日にホームページに情報を掲載する
とともに、同月２９日に新聞社告を行い、
対象バッテリーパック（特定の期間に製造
した電池セルを使用したもの）について無
償で製品交換を実施している。また、当該
リコールの対象外であったバッテリーパッ
クにおいても発煙・発火に至るおそれがあ
るため、対象範囲を拡大することとし、平
成２６年１１月１３日にホームページに情
報を掲載するとともに、同月１４日及び平
成２７年２月２３日に新聞社告を行ってい
る。

(受付:2014/10/07)ノートパソコン

パナソニック（株）

ＣＦ－Ｓ１０ＤＥＮＤＰ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0023

A201400434

2014-1596

2014/10/06

(事故発生地)

東京都

　当該製品を充電中、異音がしたため確
認すると、当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生していた。

　調査の結果、当該製品のバッテリーセルの封
口部に製造上の不具合によって生じた導電性異
物が付着し、充放電を繰り返すうちに封口部の
絶縁部が劣化し、バッテリーセルが内部短絡を
起こして過熱し、火災に至ったものと推定され
る。

　パナソニック株式会社は、平成２６年５
月２８日にホームページに情報を掲載する
とともに、同月２９日に新聞社告を行い、
対象バッテリーパック（特定の期間に製造
した電池セルを使用したもの）について無
償で製品交換を実施している。また、当該
リコールの対象外であったバッテリーパッ
クにおいても発煙・発火に至るおそれがあ
るため、対象範囲を拡大することとし、平
成２６年１１月１３日にホームページに情
報を掲載するとともに、同月１４日及び平
成２７年２月２３日に新聞社告を行ってい
る。

(受付:2014/10/17)ノートパソコン

パナソニック（株）

ＣＦ－Ｓ１０ＣＹＱＤＲ

( 火災 )

A201400497

2014-1790

2014/07/25

(事故発生地)

東京都

　当該製品にコーヒーメーカーを接続し
ていたところ、当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生した。（A201400485と
同一事故）

　調査の結果、○当該製品は、事故発生以前か
ら、本体タップ部で異音・発煙が発生していた
。○当該製品は、本体タップ部の焼損が著しく
、外郭樹脂は焼失しており、刃受け金具など一
部の金属を残して、金属部品の大部分が焼失し
ていた。○残存していたタップ内部の配線金具
の断線箇所に溶融痕が認められた。○当該製品
に接続していたコーヒーメーカーの栓刃に溶融
やスパーク痕等の異常は認められなかった。○
当該製品に接続していたコーヒーメーカーに出
火痕跡は認められなかった。●当該製品は、タ
ップ内部で異常発熱したことで火災に至ったも
のと推定されるが、焼損が著しく、確認できな
い部品があることから、製品起因か否かを含め
、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/11/12)延長コード

（株）ヤザワコーポレーシ
ョン

ＳＮＳ２２Ｗ

( 火災 )

A201400499

2014-1784

2014/11/06

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、当該製品のバッテリーセルの封
口部に製造上の不具合によって生じた導電性異
物が付着し、充放電を繰り返すうちに封口部の
絶縁部が劣化し、バッテリーセルが内部短絡を
起こして過熱し、火災に至ったものと推定され
る。

　パナソニック株式会社は、平成２６年５
月２８日にホームページに情報を掲載する
とともに、同月２９日に新聞社告を行い、
対象バッテリーパック（特定の期間に製造
した電池セルを使用したもの）について無
償で製品交換を実施している。また、当該
リコールの対象外であったバッテリーパッ
クにおいても発煙・発火に至るおそれがあ
るため、対象範囲を拡大することとし、平
成２６年１１月１３日にホームページに情
報を掲載するとともに、同月１４日及び平
成２７年２月２３日に新聞社告を行ってい
る。

(受付:2014/11/12)ノートパソコン

パナソニック（株）

ＣＦ－Ｓ１０ＥＹＢＤＲ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0024

A201400500

2014-1807

2014/09/14

(事故発生地)

三重県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。（A201400501と同一事故）

　調査の結果、○当該製品ソーラーパネルが著
しく焼損していた。○ソーラーパネル内部のリ
チウムバッテリーは焼損が著しく、セル内部の
極板の大部分が焼失していた。○制御基板は焼
損していたが、溶融痕等の異常は認められなか
った。○ＬＥＤライト及びソーラーパネルと接
続するコードに溶融痕等の異常は認められなか
った。○当該製品と並べて使用していた別型式
品についても、ソーラーパネル内部のリチウム
バッテリーの焼損が著しく、他の電気部品に溶
融痕等の異常は認められなかった。●当該製品
または当該製品と並べて使用していた別型式品
のリチウムバッテリーが内部短絡したため出火
したものと推定されるが、内部短絡した原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/11/13)照明器具（ソーラー充電
式）

カバダ（株）

３６ＬＥＤ

( 火災 )

A201400501

2014-1808

2014/09/14

(事故発生地)

三重県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。（A201400500と同一事故）

　調査の結果、○当該製品ソーラーパネルが著
しく焼損していた。○ソーラーパネル内部のリ
チウムバッテリーは焼損が著しく、セル内部の
極板の大部分が焼失していた。○制御基板は焼
損していたが、溶融痕等の異常は認められなか
った。○ＬＥＤライト及びソーラーパネルと接
続するコードに溶融痕等の異常は認められなか
った。○当該製品と並べて使用していた別型式
品についても、ソーラーパネル内部のリチウム
バッテリーの焼損が著しく、他の電気部品に溶
融痕等の異常は認められなかった。●当該製品
または当該製品と並べて使用していた別型式品
のリチウムバッテリーが内部短絡したため出火
したものと推定されるが、内部短絡した原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/11/13)照明器具（ソーラー充電
式）

カバダ（株）

４８ＬＥＤ

( 火災 )

A201400504

2014-1803

2014/10/23

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品を使用中、当該製品のコント
ローラー部を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、当該製品のコントローラーケー
ス内の基板にあるリレー内部で異常発熱したこ
とにより、リレーの外郭樹脂が焼損したものと
考えられるが、異常発熱が生じた原因の特定は
できなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/11/14)電気カーペット

日本電熱（株）（（株）電
響社ブランド）

ＤＫ－２０ＮＵ（株式会社
電響社ブランド）

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0025

A201400527

2014-1887

2014/11/17

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、当該製品のファンモーターのコ
ネクターが異常発熱したため焼損したものと考
えられるが、コネクターの焼損が著しく、詳細
な使用状況等が不明なことから、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/11/25)エアコン

三菱重工業（株） 

ＳＲＫ４０ＺＦ２－Ｗ

( 火災 )

A201400592

2014-2078

2014/12/07

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　調査の結果、長期使用（約１０年）により当
該製品の温度ヒューズ内部で接触不良が生じて
亜酸化銅を生成し周辺の樹脂が焼損したものと
考えられるが、温度ヒューズの溶融が著しいこ
とから原因の特定には至らなかった。

　マックス株式会社及び株式会社ＬＩＸＩ
Ｌでは、事故の再発防止を図るため、平成
２７年６月３日にホームページで公表、平
成２７年６月４日に新聞社告を行い、当該
製品を含む対象製品について無償部品交換
を実施している。

(受付:2014/12/18)電気式浴室換気乾燥暖房
機

マックス（株）（トステム
（株）（現　（株）ＬＩＸ
ＩＬ）ブランド）

ＢＳ－５８Ｈ（トステム（
株）（現　（株）ＬＩＸＩ
Ｌ）ブランド）

( 火災 )

A201400596

2014-2086

2014/12/02

(事故発生地)

北海道

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、当該製品は内部の焼損が著しく
、内部配線には溶融痕が認められたことから、
製品内部から出火したものと考えられるが、製
品内部の焼損が著しいため、事故原因の特定に
は至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/12/19)サーキュレーター

（株）日立製作所（現　日
立アプライアンス（株））

Ｃ－６０

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0026

A201400743

2014-2598

2015/01/31

(事故発生地)

東京都

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、当該製品のバッテリーセルの封
口部に製造上の不具合によって生じた導電性異
物が付着し、充放電を繰り返すうちに封口部の
絶縁部が劣化し、バッテリーセルが内部短絡を
起こして過熱し、火災に至ったものと推定され
る。

　パナソニック株式会社は、平成２６年５
月２８日にホームページに情報を掲載する
とともに、同月２９日に新聞社告を行い、
対象バッテリーパック（特定の期間に製造
した電池セルを使用したもの）について無
償で製品交換を実施している。また、当該
リコールの対象外であったバッテリーパッ
クにおいても発煙・発火に至るおそれがあ
るため、対象範囲を拡大することとし、平
成２６年１１月１３日にホームページに情
報を掲載するとともに、同月１４日及び平
成２７年２月２３日に新聞社告を行ってい
る。

(受付:2015/02/10)ノートパソコン

パナソニック（株）

ＣＦ－Ｓ１０ＥＹＡＤＲ

( 火災 )

A201400757

2014-2664

2015/02/03

(事故発生地)

東京都

　店舗で当該製品を使用中、当該製品を
焼損し、周辺を汚損する火災が発生し、
２名が軽傷を負った。

　調査の結果、当該製品のヒーター線や製品内
部が確認できなかったことから、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/02/16)電気マット

（株）ワールドジェイビー

１２７６９

( 火災 )

A201400758

2014-2665

2015/02/05

(事故発生地)

北海道

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、当該製品のバッテリーセルの封
口部に製造上の不具合によって生じた導電性異
物が付着し、充放電を繰り返すうちに封口部の
絶縁部が劣化し、バッテリーセルが内部短絡を
起こして過熱し、火災に至ったものと推定され
る。

　パナソニック株式会社は、平成２６年５
月２８日にホームページに情報を掲載する
とともに、同月２９日に新聞社告を行い、
対象バッテリーパック（特定の期間に製造
した電池セルを使用したもの）について無
償で製品交換を実施している。また、当該
リコールの対象外であったバッテリーパッ
クにおいても発煙・発火に至るおそれがあ
るため、対象範囲を拡大することとし、平
成２６年１１月１３日にホームページに情
報を掲載するとともに、同月１４日及び平
成２７年２月２３日に新聞社告を行ってい
る。

(受付:2015/02/16)ノートパソコン

パナソニック（株）

ＣＦ－Ｓ１０ＣＹＰＤＲ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0027

A201400771

2014-2707

2015/02/10

(事故発生地)

富山県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、当該製品の焼損は著しく、確認
できない部品があったことから、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/02/23)除湿乾燥機

松下エコシステムズ（株）
（現　パナソニックエコシ
ステムズ（株））

Ｆ－ＹＺＡ１００

( 火災 )

A201400845

2014-2896

2015/03/03

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、当該製品のマイクロスイッチの
リード線接続端子が溶断していたことから、製
品内部から出火したものと考えられるが、確認
できない部品があったことから、事故原因の特
定には至らなかった。

　三洋電機株式会社は、長期使用に伴う発
煙、発火に至る可能性があるとして平成
２７年５月１４日にホームページに情報を
掲載するとともに、同月１５日に新聞掲載
を行い、当該製品を含む対象製品について
、使用の中止を呼びかけている。

(受付:2015/03/16)ガス温水暖房用温風機（
ファン付コンベクター）

三洋電機（株）（大阪ガス
（株）ブランド）

ＤＨ－１０ＦＥＡ－Ｒ（大
阪ガス株式会社ブランド：
型式（４）４９－９５０）

( 火災 )

A201500005

2015-0043

2015/02/13

(事故発生地)

東京都

　公的機関で当該製品を使用中、当該製
品から発煙し、当該製品の内部部品を焼
損する火災が発生した。

　調査の結果、当該製品のロータリースイッチ
の接点に組立不良があったため、スイッチのつ
まみを目盛りの中間位置にした際に接点間が短
絡し、配線に過電流が流れて発煙したものと推
定される。

　デンゲン株式会社は、事故の再発防止を
図るため、販売店を通じて使用者に連絡し
、当該製品の回収、点検を実施している。

(受付:2015/04/02)充電器（バッテリー用）

デンゲン（株）

ＡＴＢ－７３

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0028

A201500043

2015-0137

2015/04/05

(事故発生地)

東京都

　当該製品を使用中、当該製品から発煙
し、当該製品の内部部品を焼損する火災
が発生した。

　調査の結果、当該製品は制御基板上のフィル
ムコンデンサーの不具合により、コンデンサー
内部で絶縁破壊が進行し、異常発熱を生じて発
煙・焼損に至ったものと推定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/04/16)電子レンジ

松下電器産業（株）（現　
パナソニック（株））

ＮＥ－ＳＳ２３

( 火災 )

A201500058

2015-0162

2015/04/15

(事故発生地)

東京都

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、当該製品のバッテリーセルの封
口部に製造上の不具合によって生じた導電性異
物が付着し、充放電を繰り返すうちに封口部の
絶縁部が劣化し、バッテリーセルが内部短絡を
起こして過熱し、火災に至ったものと推定され
る。

　パナソニック株式会社は、平成２６年５
月２８日にホームページに情報を掲載する
とともに、同月２９日に新聞社告を行い、
対象バッテリーパック（特定の期間に製造
した電池セルを使用したもの）について無
償で製品交換を実施している。また、当該
リコールの対象外であったバッテリーパッ
クにおいても発煙・発火に至るおそれがあ
るため、対象範囲を拡大することとし、平
成２６年１１月１３日にホームページに情
報を掲載するとともに、同月１４日及び平
成２７年２月２３日に新聞社告を行ってい
る。

(受付:2015/04/21)ノートパソコン

パナソニック（株）

ＣＦ－Ｓ１０ＣＹＱＤＲ

( 火災 )

A201500104

2015-0288

2015/04/09

(事故発生地)

福岡県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、当該製品のコード中央部が断線
し、溶融痕が認められたが、当該製品の一部が
確認できないため、製品起因か否かを含め、事
故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/05/14)延長コード

（株）福島明工社

ＭＫ９２０６

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0029

A201500115

2015-0306

2015/05/07

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品を使用中、当該製品の内部部
品を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、当該製品は基板上のリレー接点
部の異常発熱により、リレーの外郭樹脂等が焼
損したものと考えられるが、リレー接点の焼損
が著しいため、接点部が異常発熱した原因の特
定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/05/18)ＩＨ調理器

松下電器産業（株）（現　
パナソニック（株））

ＣＨ－ＭＳ６Ｃ

( 火災 )

A201500147

2015-0505

2015/05/22

(事故発生地)

岐阜県

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　事故原因は、ドアの開閉を検知するスイッチ
の製造不良により、接点部でスパークが発生し
、出火に至ったものと考えられる。

　販売事業者である岩谷産業株式会社は、
当該製品を含む対象機種について、平成
１５年９月２日から複数回、新聞社告を掲
載するとともにテレビＣＭ放送で注意喚起
を行い、対象製品について、無償改修（ス
イッチ部の交換）を実施している。

(受付:2015/06/04)電子レンジ

（株）千石（岩谷産業（株
）ブランド）

ＩＭ－５７４（岩谷産業株
式会社ブランド）

( 火災 )



　製品区分：　02.台所・食卓用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0030

A201400155

2014-0659

2014/03/12

(事故発生地)

千葉県

　当該製品のボトル（１リットル）に炭
酸ガスを注入した後、手に持ったところ
、ボトル（１リットル）が破裂して負傷
した。

　使用者の使い方や当該製品のバルブの作動圧
に異常が認められないことから、当該製品のボ
トルの薄肉部が炭酸ガス注入時の圧力によって
破断した可能性が考えられたが、薄肉のボトル
が破裂する内圧を検証できなかったことから、
製品に起因する事故と推定されるが、事故原因
の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/06/09)炭酸水製造器具

（株）イデアインターナシ
ョナル

ＳＳＰ００１

( 重傷 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0031

A201300858

2013-4009

2014/02/15

(事故発生地)

東京都

　当該製品を使用中、当該製品から発煙
した。

　当該製品は、経年的な劣化等を含め、燃焼状
態が悪くなっている状況で降雪により機器の底
部が半分程度埋もれた事で給気口部が閉塞され
、燃焼空気の吸入が阻害され燃焼状態の悪化が
進み、機器排気口から不完全燃焼による煙が排
出され、また過熱防止装置が作動して給湯でき
なくなったものと推定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/03/06)石油給湯機付ふろがま

（株）ノーリツ

ＯＴＱ－４１５ＡＹ

( 火災 )

A201400419

2014-1543

2014/09/30

(事故発生地)

茨城県

　当該製品のタイマーをセット後、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生した
。

　当該製品の空だき防止装置が防止装置をう回
して点火できるような改造がなされ、空だき防
止装置が作動しない状態で浴槽排水栓の閉め方
が不十分で水が抜け、空だきになった際に当該
製品及び周囲を焼損するに至ったものと考えら
れるが、空だき防止装置が改造された経緯が不
明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/10/10)石油ふろがま

（株）長府製作所

ＣＫ－１１

( 火災 )

A201400505

2014-1801

2014/10/29

(事故発生地)

栃木県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　当該製品が空だき状態で運転された際に、空
だき防止装置が作動しなかったために事故に至
ったものと推定されるが、当該製品内部の焼損
が著しいことから空だき防止装置が作動しなか
った原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/11/14)石油ふろがま

（株）長府製作所

ＣＫ－１１

( 火災 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0032

A201400618

2014-2160

2014/12/12

(事故発生地)

福島県

　当該製品を使用したところ、当該製品
を焼損する火災が発生した。

　当該製品内部のオイルストレーナー付近が焼
損し、オイルストレーナーにつながる接続金具
に緩みが認められたことから、漏れた灯油に引
火して出火したものと考えられるが、焼損が著
しく、接続金具が緩んだ原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/12/25)石油給湯機

（株）ノーリツ

ＯＱＢ－３０００Ｙ

( 火災 )

A201400632

2014-2280

2014/12/16

(事故発生地)

長野県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　当該製品は、経年劣化により、バーナーが不
完全燃焼又は着火不良状態になっており、送風
機吸気口に逆火を起こし、そこから配線被覆に
着火して油電磁ポンプが損傷し、流出した灯油
に着火延焼拡大したものと推定されるが、焼損
が著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/01/05)油だき温水ボイラ

（株）長府製作所

ＭＯ－４０Ｓ

( 火災 )

A201400660

2014-2362

2015/01/05

(事故発生地)

茨城県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品は、熱交換器の胴体に亀裂が生じ、
亀裂部から燃焼室の高温になった燃焼ガスが内
部に排出したため、電磁ポンプに使用されてい
るＯリングが過熱されて気密性が低下・灯油が
漏れ、加熱されて気化し、内部の火源により着
火し火災に至ったものと推定されるが、それに
至る経緯が不明であるため、製品起因か否かを
含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/01/13)石油給湯機付ふろがま

（株）コロナ

ＵＫＢ－３３００ＴＸＡ

( 火災 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0033

A201400664

2014-2381

2015/01/02

(事故発生地)

京都府

　当該製品を使用中、異臭がしたため確
認すると、当該製品を焼損する火災が発
生していた。

　当該製品は長期使用（約２４年間）により、
脱臭フィルターのスポット溶接が外れて燃焼筒
の上にかぶさったことから、排気ガスが燃焼筒
から抜けにくくなり、酸素供給が絶たれ、炎が
大きくなって下方向に溢れることで周囲の樹脂
部品等を焼損したものと推定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/01/15)石油ストーブ（開放式）

（株）トヨトミ

ＲＣＡ－１０４

( 火災 )

A201400670

2014-2383

2015/01/05

(事故発生地)

岩手県

　当該製品を点火したところ、当該製品
を焼損する火災が発生した。

　当該製品の内部配線が断線してスパークが発
生し、本体内に堆積したホコリに着火して出火
したものと推定されるが、焼損が著しく内部配
線が断線した原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/01/16)石油温風暖房機（開放式
）

日立熱器具（株）（現　日
立アプライアンス（株））

ＯＶＦ－３２０ＡＸ

( 火災 )

A201400710

2014-2506

2015/01/17

(事故発生地)

福岡県

　当該製品を使用中、異音がしたため確
認すると、当該製品を焼損する火災が発
生しており、建物を全焼した。

　当該製品には出火に至るような異常は確認さ
れなかったものの、当該製品の焼損が著しく、
製品起因か否かを含め、原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/01/30)石油ストーブ（開放式）

（株）コロナ

ＲＸ－２９６Ｗ

( 火災 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0034

A201400721

2014-2545

2015/01/27

(事故発生地)

茨城県

　当該製品の給油タンクを引き抜いたと
ころ、灯油が漏れ、当該製品を焼損する
火災が発生した。

　給油後のカートリッジタンクを本体にセット
し直す際に、灯油がこぼれ、本体の火がこれに
引火したものと考えるが、灯油がこぼれた原因
が、半ロックによるものか、カートリッジタン
ク給油口ふたに混入した異物の影響によるもの
かは不明であり、製品起因か否かを含め、事故
原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/02/04)石油ストーブ（開放式）

（株）コロナ

ＳＸ－Ｃ２１０Ｙ

( 火災 )

A201400726

2014-2568

2015/01/26

(事故発生地)

静岡県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品は長期使用（約３３年）により、ケ
ーシング下部が腐食して欠落し、バーナー部が
露出していたため、周囲にあった可燃物がバー
ナーの火で着火し、出火に至ったものと推定さ
れる。　なお、取扱説明書には、「風呂釜の上
や周囲には燃えやすいものを置かない」旨、記
載されている。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/02/05)屋外式（ＲＦ式）ガス給
湯付ふろがま（ＬＰガス
用）

髙木産業（株）（現　パー
パス（株））

ＴＰ－ＦＱ１６０

( 火災 )

A201400727

2014-2569

2015/01/24

(事故発生地)

鹿児島県

　当該製品を点火したところ、当該製品
を焼損する火災が発生した。

　当該製品右側器具栓内のＯリングが、長期使
用（約１９年）により上側ロッドと接触するこ
とで摩耗して内径が広がったため、ガスが漏れ
、引火したものと推定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/02/05)ガスこんろ（都市ガス用
）

リンナイ（株）

ＲＢＧ－３０Ａ３

( 火災 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0035

A201400749

2014-2620

2015/02/03

(事故発生地)

大阪府

　店舗で当該製品の給油タンクを引き抜
いたところ、灯油が漏れ、当該製品を焼
損する火災が発生した。

　当該製品に異常燃焼の痕跡はなく、使用者が
給油タンクを抜いて給油を行い、給油口フタが
完全にロックされていない状態であったため、
当該製品に給油タンクを戻そうとした際に、給
油口フタが開いて、燃焼筒の高温部に灯油がこ
ぼれ、こぼれた灯油が発火したものと推定され
る。　なお、取扱説明書や本体表示には、「給
油口は『カチッ』と音がするまで強く押す」旨
表記されている。

　製造事業者であるコロナ株式会社では、
平成２０年９月１７日に新聞社告及びホー
ムページにおいて、使用時の注意喚起・啓
発を実施するとともに、対象製品について
、無償点検・修理を実施している。

(受付:2015/02/12)石油ストーブ（開放式）

（株）コロナ

ＳＸ－３０４０

( 火災 )

A201400778

2014-2705

2015/02/12

(事故発生地)

岐阜県

　当該製品のスイッチを入れたところ、
当該製品を焼損する火災が発生した。

　当該製品は長期使用（約３０年）により、フ
ァンモーターが故障して送風用ファンが停止し
たため、燃焼空気が供給されず、異常燃焼が生
じて送風用ファンの吸気口から本体内部に炎が
吹き出し、樹脂製部品等を焼損したものと推定
される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/02/24)石油給湯機

松下住設機器（株）（現　
パナソニック（株））

ＯＷ－３ＰＣ

( 火災 )

A201400803

2014-2767

2015/02/28

(事故発生地)

長野県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品の電磁弁に使用されているＯリング
（パッキン）が劣化して硬化、収縮し、器具内
に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引
火し、火災に至ったものと推定される。

　製造事業者である株式会社ノーリツでは
、平成１４年１０月２４日及び平成１８年
１２月４日に新聞社告を掲載し、注意喚起
を行うとともに、ＯＥＭ製品を含む対象商
品について無償改修を実施している。

(受付:2015/03/04)石油給湯機

（株）ノーリツ

ＯＱＢ－３０２ＹＳ

( 火災 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0036

A201400837

2014-2851

2015/02/18

(事故発生地)

愛知県

　当該製品の給油タンクを引き抜いたと
ころ、当該製品を焼損する火災が発生し
、１名が軽傷を負った。

　調査の結果、給油後に、当該製品のカートリ
ッジタンクの蓋（口金キャップ）が閉まったと
誤認し、当該製品にカートリッジタンクを戻し
た際に、蓋（口金キャップ）が外れて灯油が漏
れ、漏れた灯油をふき取らずに使用したため、
火災に至ったものと考えられるが、蓋が閉まっ
たと誤認しやすい構造であったことも事故発生
に影響している。

　株式会社千石は、当該製品を含む対象機
種について、平成２２年９月１日に新聞社
告を掲載し、また、ホームページへの情報
掲載により、注意喚起を行うとともに、蓋
の部品を変更したカートリッジタンクとの
無償交換を実施している。

(受付:2015/03/13)石油ストーブ（開放式）

（株）千石（（株）グリー
ンウッドブランド）

ＧＫＰ－Ｓ２４１Ｎ（（株
）グリーンウッドブランド
）

( 火災 )

A201400849

2014-2890

2015/03/05

(事故発生地)

大阪府

　当該製品を点火したところ、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生し、１名
が軽傷を負った。

　当該製品のガスボンベ交換作業がうまくでき
ず、ガスが漏れたことにより、当該製品の周囲
にガスが滞留し、点火とともに炎が上がり、近
くにあった服に引火したものと推定されるが、
事故品の焼損が著しく、ガバナ等からのガス漏
れについては不明であり、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/03/16)ガスストーブ（ガスボン
ベ式）

（株）旭製作所（岩谷産業
（株）ブランド）

ＳＴＶ－２（岩谷産業（株
）ブランド）

( 火災 )

A201400879

2015-0002

2015/02/15

(事故発生地)

奈良県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　当該製品は焼損が著しく、樹脂部品はすべて
焼損・溶解し、ガバナを含むダイカスト部品も
一部変形・溶融していたが、事故当時の詳細状
況が不明で、ガスボンベが発見されていないこ
とから、製品起因か否かを含め、事故原因の特
定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/03/26)ガスストーブ（ガスボン
ベ式）

（株）旭製作所（岩谷産業
（株）ブランド）

ＳＴＶ－３（岩谷産業株式
会社ブランド）

( 火災 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0037

A201400887

2015-0006

2014/10/09

(事故発生地)

福島県

　当該製品を使用中、建物を全焼する火
災が発生し、１名が軽傷を負った。

　当該製品から漏れた灯油が、何らかの火源に
より引火し出火した可能性があるが、灯油が漏
れた原因が不明であることから、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/03/27)石油温風暖房機（開放式
）

ダイニチ工業（株）

ＦＷ－３２８０Ｖ

( 火災 )

A201400890

2015-0007

2015/03/13

(事故発生地)

岐阜県

　当該製品を使用後、給油タンクを引き
抜いたところ、当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生した。

　当該製品は、給油タンク先端のバルブのパッ
キンに亀裂が生じていたため、給油タンクを引
き抜いた際に灯油が僅かに漏れ、漏れた灯油が
天板等の高温部に滴下して発火したものと考え
られるが、詳細な事故時の状況が不明のため、
本体全体や周囲に延焼した原因は特定できなか
った。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/03/27)石油ストーブ（開放式）

（株）コロナ

ＫＭ－Ｄ２７ＷＹ

( 火災 )

A201500008

2015-0040

2015/03/24

(事故発生地)

京都府

　当該製品を点火後、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　当該製品の空気弁周辺の焼損が著しいことか
ら、その周辺から発火したものと考えられるが
、異常燃焼、油漏れ及び電装部品等に発火の痕
跡は認められず、高圧部からの発火を想定した
試験でも再現しなかったことから、原因の特定
はできなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/04/02)石油温風暖房機（開放式
）

（株）コロナ

ＦＨ－３２２ＤＸＤ

( 火災 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0038

A201500014

2015-0061

2015/03/24

(事故発生地)

長野県

　当該製品を使用中、当該製品を焼損し
、周辺を汚損する火災が発生した。

　当該製品は機器の修理、点検及び空焚き防止
装置の作動状況を判定するため、一時的に使用
する点検用コネクター（空焚き防止装置を働か
せないようにするもの）を修理・点検後に戻し
忘れたため、浴槽排水栓の閉め方が不十分で空
焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、
火災に至ったものと考えられる。

　株式会社長府製作所は、当該製品を含む
対象機種について、修理・点検時の点検用
コネクターの戻し忘れによる空焚き事故が
発生したことから、事故再発防止のため、
平成１９年７月２７日にプレスリリース及
びＨＰに情報掲載し、点検用コネクターが
付属する全ての機種について、無償点検に
より点検用コネクターの回収を実施。他の
対象機種と一部構造等が異なる２機種（Ｃ
Ｋ－１１及びＣＫ－１１Ｓ）は、空焚き防
止回路が不安定な際、空焚き防止装置の作
動頻度が多くなり修理等の依頼が増え、点
検用コネクターの戻し忘れの可能性が高く
なるため、安定的な作動確保のため基板交
換も実施。周知のため平成１９年７月２８
日に新聞社告、平成２１年１０月～平成
２２年３月までＴＶＣＭ放映、継続的に販
売・サービス店による修理・点検時に対象
機種がある場合、確認と回収等の徹底、ポ
スター掲示、店頭チラシ配布、新聞折込み
チラシ等による呼び掛けを行っている。

(受付:2015/04/06)石油ふろがま

（株）長府製作所

ＣＫ－１１

( 火災 )

A201500112

2015-0287

2015/05/08

(事故発生地)

広島県

　店舗で当該製品にガスボンベを接続し
て使用中、当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

　当該製品のガスボンベ取付け部の固定ネジに
締め付け不良があったため、取付け部にすき間
が生じてガスが漏れ、バーナーの火が引火して
火災に至ったものと推定される。

　株式会社旭製作所は、平成２６年１２月
１１日付けで新聞及びホームページに社告
を掲載し、固定ネジを規定トルクで締め付
け直した対策品との交換を実施している。

(受付:2015/05/15)ガストーチ

（株）旭製作所（岩谷産業
（株）ブランド）

ＣＢ－ＴＣ－ＣＰＲＯ３（
岩谷産業株式会社ブランド
）

( 火災 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0039

A201500141

2015-0461

2015/05/19

(事故発生地)

東京都

　飲食店で当該製品にガスボンベを接続
して使用中、当該製品を焼損する火災が
発生し、１名が火傷を負った。

　当該製品のガスボンベ取付け部の固定ネジに
締め付け不良があったため、取付け部にすき間
が生じてガスが漏れ、バーナーの火が引火して
火災に至ったものと推定される。

　株式会社旭製作所は、平成２６年１２月
１１日付けで新聞及びホームページに社告
を掲載し、固定ネジを規定トルクで締め付
け直した対策品との交換を実施している。

(受付:2015/05/28)ガストーチ

（株）旭製作所（岩谷産業
（株）ブランド）

ＣＢ－ＴＣ－ＣＰＲＯ３（
岩谷産業株式会社ブランド
）

( 火災 )

A201500189

2015-0627

2015/06/10

(事故発生地)

大阪府

　当該製品を点火しようとしたところ、
当該製品を焼損する火災が発生した。

　事故原因は、当該製品内の部品の設計の不具
合により、ガバナ部（整圧器）のダイヤフラム
（ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁）に亀
裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れ
たガスにバーナーの炎が引火し、出火に至った
ものと考えられる。

　製造事業者である株式会社世田谷製作所
では、平成１９年４月１９日に新聞社告を
掲載し、注意喚起を行うとともに、対象商
品について無償改修を実施している。

(受付:2015/06/22)ガスふろがま用バーナー
（都市ガス用）

（株）世田谷製作所

ＴＡ－ＯＫ２７０ＵＥＴ

( 火災 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0040

A201500208

2015-0683

2015/06/18

(事故発生地)

岩手県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品は機器の修理、点検及び空焚き防止
装置の作動状況を判定するため、一時的に使用
する点検用コネクター（空焚き防止装置を働か
せないようにするもの）を修理・点検後に戻し
忘れたため、浴槽排水栓の閉め方が不十分で空
焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、
火災に至ったものと考えられる。

　株式会社長府製作所は、当該製品を含む
対象機種について、修理・点検時の点検用
コネクターの戻し忘れによる空焚き事故が
発生したことから、事故再発防止のため、
平成１９年７月２７日にプレスリリース及
びＨＰに情報掲載し、点検用コネクターが
付属する全ての機種について、無償点検に
より点検用コネクターの回収を実施。他の
対象機種と一部構造等が異なる２機種（Ｃ
Ｋ－１１及びＣＫ－１１Ｓ）は、空焚き防
止回路が不安定な際、空焚き防止装置の作
動頻度が多くなり修理等の依頼が増え、点
検用コネクターの戻し忘れの可能性が高く
なるため、安定的な作動確保のため基板交
換も実施。周知のため平成１９年７月２８
日に新聞社告、平成２１年１０月～平成
２２年３月までＴＶＣＭ放映、継続的に販
売・サービス店による修理・点検時に対象
機種がある場合、確認と回収等の徹底、ポ
スター掲示、店頭チラシ配布、新聞折込み
チラシ等による呼び掛けを行っている。

(受付:2015/06/29)石油ふろがま

（株）長府製作所

ＣＫ－１１Ｓ

( 火災 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0041

A201300832

2013-3945

2013/10/28

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品に手を付いたところ、当該製
品が窓枠から外れ、負傷した。

　調査の結果、○使用者が窓枠に取り付けられ
ていた当該製品に手をついたところ、当該製品
が外れ、窓の外に転落した。○当該製品の左側
のブラケットが窓枠から外れていた。○事業者
及びＮＩＴＥは、当該製品及び事故現場の調査
を行うことができなかった。●当該製品及び事
故現場を確認できなかったことから、製品起因
か否かも含め、事故原因の特定には至らなかっ
た。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/02/27)手すり（窓用）

新日軽（株）（現　（株）
ＬＩＸＩＬ）

窓手摺ＥＫ型

( 重傷 )

A201400080

2014-0380

2014/03/02

(事故発生地)

東京都

　公共施設で中学生が当該製品を片付け
る際、天板を折り畳もうとしたところ、
当該製品が倒れ、足指を負傷した。

　○当該品は公共施設で使用されていた１４台
のうちのひとつ○当該品は天板跳ね上げ操作レ
バー部のヒンジ部分が変形、レバー操作は固か
った○事故当時使用者の他２～３名が当該品の
片付けに加わっており使用者が天板跳ね上げ操
作レバーを操作○当該品は事故後、天板を残し
フレーム部、天板跳ね上げ操作レバー部等が交
換され修理・交換後に保管されていた１４台の
うちの１台であるとともにその１４台から当該
品を特定することが困難であったため調査でき
なかった●使用者が当該品天板を跳ね上げるた
め座席と反対側に立ちキャスター部付近に足を
置き天板跳ね上げ操作レバーを押しているうち
に別の作業者が座席側で天板を大きな力で押し
たため当該品が倒れたか別の作業者が使用者側
へ押していた力で天板が靴で固定されたキャス
ター部を支点に回転し転倒した可能性が考えら
れるが事故直後の当該品を調査できず、製品起
因か否か含め事故原因の特定に至らなかった

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/05/08)折りたたみテーブル

藤沢工業（株）

ＮＴＡ－１８６０

( 重傷 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0042

A201400388

2014-1483

2014/08/15

(事故発生地)

和歌山県

　当該製品の天板部分に足を乗せたとこ
ろ、当該製品が破損して負傷した。

　調査の結果、当該製品は１６６ｋｇの耐力を
有していたが、踏み降り動作などで衝撃荷重が
加わるような状態における耐力が不十分であっ
たため、破損に至ったものと推定される。

　コーナン商事株式会社は、事故の再発防
止を図るため、平成２６年１１月１７日よ
り、製品の回収を行っている。

(受付:2014/09/30)踏み台（樹脂製）

コーナン商事（株）

Ｔ－１０９０

( 重傷 )

A201400389

2014-1484

2014/08/27

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品を使用中、転倒し、負傷した
。

　調査の結果、○使用者が、当該製品の下から
３段目の踏ざんに乗って作業中、突然脚部が折
れて転倒し、頭部及び手足を打撲、裂傷を負っ
た。○昇降面左側の支柱端部は、内側（踏ざん
側）へ折れていた。○支柱端具（樹脂キャップ
）に偏摩耗等は認められなかった。○当該型番
製品は、（一財）製品安全協会のＣＰＳＡ
　００１５　住宅用金属製脚立の認定基準及び
基準確認方法に基づく支柱端部の曲げ試験等を
満足していた。○当該製品を入手することがで
きず、寸法、肉厚、硬さ等の詳細な調査ができ
なかった。●使用者が当該製品を使用中に何ら
かの要因でバランスを崩し、当該製品の上に身
体が落下して支柱が折損したものと推定される
が、当該製品を入手することができず、詳細な
調査ができないことから、製品起因か否かも含
め事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/09/30)踏み台（アルミニウム合
金製）

コーナン商事（株）

ＫＡＦ－３３１２Ｈ

( 重傷 )

A201400786

2014-2738

2015/02/04

(事故発生地)

埼玉県

　大学で当該製品を使用中、当該製品を
焼損する火災が発生し、１名が火傷を負
った。

　当該製品は、イグニッションコイルの配線が
本体部品と接触を起こしてスパーク火花が発生
し、燃料漏れを起こしている当該製品の燃料に
引火し、火災に至った可能性が考えられるが、
焼損が著しく、製品起因か否かを含め、事故原
因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/02/26)草刈機

（株）丸山製作所

ＭＢ２６０Ｕ－Ｃ

( 火災 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0043

A201300164

2013-0611

2013/05/05

(事故発生地)

福岡県

　当該製品で走行中、転倒し、負傷した
。

　調査の結果、○使用者は、上り坂を立ち漕ぎ
で走行していて転倒している。○一番小さなギ
ヤを緩めた状態で走行したところ、ギヤがギヤ
台から滑り、一番大きなギヤではチェーン外れ
が生じた。○一番小さなギヤを締め付けた状態
で走行したところ、ギヤがギヤ台から滑って空
転したものの、チェーンは外れなかった。○一
番小さなギヤは破損しており、その破面は錆が
著しい状態であったことから、事故の起きる前
に一番小さなギヤは破損した状態にあったと推
定される。○一番小さなギヤの強度に異常は認
められなかった。●当該製品の一番小さいギヤ
が破損していたためギヤの締め付けが緩くなり
、ギヤのガタツキを生じてチェーンが外れ転倒
に至ったものと考えられるが、ギヤが破損した
原因は不明であり、製品起因か否かを含め、原
因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/05/31)自転車

（株）エンドウ商事

Ｆ－１ＬＶＡ７６Ｗ

( 重傷 )

A201300409

2013-1585

2013/08/11

(事故発生地)

千葉県

　当該製品で走行中、転倒し、負傷した
。

　○走行中バッテリーが落ち車輪がバッテリー
に乗り上げ転倒○走行中バッテリー落下の試験
を実施、バッテリーは後輪タイヤ横に落下、タ
イヤに踏まれる状況は再現できず○説明書に「
バッテリー上部をカチッと音がするまで車体側
に押す」旨記述、手順通りバッテリー装着時正
常固定されガタつきなど異常ナシ○バッテリー
は車体側とバッテリー側両端子が接触してれば
正常固定でなくても通電○バッテリー部鍵穴に
鍵を挿しバッテリー固定後、鍵を開錠するとバ
ッテリー固定が解除、バッテリーが適正位置か
らわずかに動く。再度施錠操作の際バッテリー
は固定されず○説明書に鍵を付けた状態の施錠
方法の記述ナシ○バッテリー取付時状況不明で
取付時鍵穴に鍵の挿入や取付後のバッテリー正
常固定など確認できず●事故時状況やバッテリ
ー取付時詳細不明でバッテリーが走行中脱落の
原因特定できず製品起因か否か含め事故原因特
定に至らず

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/09/09)電動アシスト自転車

ヤマハ発動機（株）

ＰＭ２６

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0044

A201300517

2013-2121

2013/10/23

(事故発生地)

福岡県

　店舗出入口で当該製品を使用して歩行
中、転倒し、負傷した。

　調査の結果、○当該製品は、共通のブレーキ
ワイヤーを用いて、ハンドブレーキの効きの調
整も駐車ブレーキのロックも行う構造であった
。○左側ブレーキワイヤーが所定の位置からズ
レていたが、事故当時のブレーキワイヤーと固
定ナットの状況は確認できなかった。○固定ナ
ットを適正に締めた場合、ハンドブレーキ操作
や駐車ブレーキ操作を行っても容易には緩まな
いことを確認した。●当該製品のブレーキワイ
ヤーの固定ナットの締め付けが緩んでいたため
、使用により駐車ブレーキが作動したか、車輪
がロックして、転倒した可能性が考えられるが
、事故当時のブレーキワイヤーと固定ナットの
状態が確認できないため、製品起因か否かを含
め、原因の特定には至らなかった。　なお、当
該製品は、ＳＧ基準に適合している。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/11/05)歩行器

（株）幸和製作所

ＨＳ０５ＣＢ

( 重傷 )

A201300539

2013-2190

2013/10/07

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品で走行中、ブレーキを掛けた
ところ、転倒し、負傷した。

　○緩やかな下り坂を走行中両手で前後輪ブレ
ーキをかけた際転倒○事故後前輪リムが横振れ
を起こしリム側面とブレーキシューが一部接触
状態○ブレーキシュー接触面に欠損等異常認め
られず○事故後前輪ハブ軸が前ホーク取付位置
からズレて左側脱輪防止ワッシャのフック部が
変形、機能せず。ワッシャ取付位置は転倒時に
路面等と接触で傷つく位置ではなかった○前輪
ハブ軸を固定する左右ナットの内右側ナット接
触面は模様が回転方向に均等に摩耗、左側ナッ
トは模様が局所的な潰れ○前輪ハブ軸ナットを
緩めた状態で走行した際ブレーキシューとリム
の接触は認められたが前輪ロックに至る状況は
再現せず●前輪ハブ軸ナットが適正に締付けて
ない痕跡や脱輪防止ワッシャが機能してなかっ
た事から以前よりブレーキシューとリム側面が
一部接触の可能性あるが転倒との関係が特定で
きず状況も再現できず製品起因か否か含め事故
原因特定に至らず

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/11/12)自転車

（株）あさひ

スピード２４－Ｄ

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0045

A201300645

2013-2600

2013/11/15

(事故発生地)

群馬県

　当該製品で走行中、転倒し、負傷した
。

　○使用者が当該品で３００ｍほど走行した際
ハンドルが急に右に３０度程度傾いた○ハンド
ルを正面に戻そうとしたがハンドルがロックさ
れたように動かなくなり左側に転倒○転倒後当
該品ハンドルを動かした際問題なく動いた○当
該品後輪側のサークル錠とハンドルステムの根
元のハンドル錠が連動する仕組みになっており
サークル錠を施錠するとハンドル部がロックさ
れる構造○事故の１週間前にもサークル錠が開
錠状態にも関わらずハンドルがロックする事象
があった○事故発生時使用者は前かごに荷物を
入れていたがハンドルに傘などはかけておらず
○当該品は事故後、事業者によって分解・再調
整されており事故直後の状態は確認できず○再
調整された当該品で試走した際ハンドルロック
は再現されず●当該品が分解、再調整されてお
り事故後の状態が確認できなかったことから事
故に至ったメカニズムが推定できず製品起因か
否かを含め事故原因特定に至らず

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/12/24)自転車

（株）ミヤタサイクル

アワーズｍｉｙａｔａ　Ｄ
ＲＷ６３Ｌ１

( 重傷 )

A201400114

2014-0543

2014/04/16

(事故発生地)

山口県

　当該製品で下り坂を走行中、ブレーキ
を掛けたところ、前転して転倒し、負傷
した。

　調査の結果、○当該製品は前ホークが後方に
曲がり、車輪リムが変形しスポークが３本折れ
ていた。○前ブレーキは、固定ナット及び座金
３枚の部品がなくなっており前ホーク取付部か
ら外れていた。○前ブレーキの取付部及び軸ネ
ジに破損はなく、取付部には、座金の取付痕が
あり固定ナットの緩みにより制動中にブレーキ
が暴れた形跡は認められなかった。○ブレーキ
本体及びワイヤーケーブルに損傷は全くなく、
後ブレーキは正常に動作した。●当該製品の前
ブレーキの固定ナット等がなく、前ブレーキが
取付部から外れた状態であったが、固定ナット
等が未回収で確認ができないことや取付部及び
軸ネジに破損はなく、取付部の座金の取付痕か
ら出荷時点では前ブレーキは正常に取り付けら
れていたと推定され、いつの時点で前ブレーキ
の固定ナットが外れたのかも不明であることか
ら、製品起因か否かを含め原因の特定には至ら
なかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/05/26)自転車

（株）あさひ

２７７ＨＤ－Ｆ

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0046

A201400433

2014-1600

2014/09/12

(事故発生地)

京都府

　当該製品で走行中、前ホークが変形し
、転倒、負傷した。

　調査の結果、○前ホークが後方に変形し、前
輪スポーク（１本）、ペダル、左ブレーキにも
変形が認められた。○前ホークの変形により、
前輪タイヤがフレームの下パイプと干渉し、ハ
ンドルが正常に操作できない状態であった。○
前ホークの変形量は２２１．７ｍｍであり、変
形部近傍の塗装には変形に伴うクラックが認め
られた。○使用者は転倒時の記憶が失われたと
のことで詳しい転倒の状況は不明であった。○
当該製品は、既に廃棄されていたため、寸法、
肉厚、硬さ等の詳細な調査ができなかった。●
当該製品は前ホークが後方へ変形し、前輪が下
パイプと干渉していることから、前方より何ら
かの過大な衝撃を受けたものと考えられるが、
当該製品は廃棄されており詳細な調査ができな
いことから、製品起因か否かも含め事故原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/10/16)自転車

（株）ジャイアント

ＥＳＣＡＰＥ　ＡＩＲ
　２０１３年モデル

( 重傷 )

A201400440

2014-1626

2014/09/13

(事故発生地)

東京都

　当該製品で走行中、前ホークが破損し
、前輪が外れ、転倒、負傷した。

　当該製品前輪のクイックレリーズが正しく固
定されておらず、走行中にクイックレリーズが
弛み、カムレバーがブレーキ用ディスクロータ
ーに食い込み、前ホーク爪部が破損して前輪が
ホーク爪部から外れ、事故に至ったものと推定
される。　これらの原因としては、①クイック
レリーズが弛んだ際、カムレバーがディスクロ
ーターと接触する構造であったこと、また、デ
ィスクローターがカムレバーを巻き込みやすい
形状であったこと、②使用者がカムレバーの固
定状態を確認していなかったことなどが挙げら
れる。　なお、取扱説明書には、「乗車前に、
ホイール固定器具が正しく調整され確実に閉じ
られているか確認する」旨が記載されている。

　輸入事業者であるトレック・ジャパン株
式会社では、再発防止として、平成２７年
４月２１日に当該製品のリコールを行い、
「ディスクブレーキ」と「レバーが
１８０°以上開く恐れのあるフロントのク
イックリリース（クイックレリーズ）」が
搭載されているモデルについて、クイック
レリーズの無償交換を行っている。

(受付:2014/10/20)自転車

トレック・ジャパン（株）

８．３ＤＳ

( 重傷 )

A201400465

2014-1691

2014/10/11

(事故発生地)

東京都

　使用者（６０歳代）が当該製品に乗車
中、当該製品の前輪キャスターが破損後
、壁にぶつかり負傷した。

　当該製品の前輪キャスタータイヤの触媒の残
留量が多かったために逆分解が起こり、タイヤ
表面に亀裂、剥離が生じてキャスターからタイ
ヤが脱輪し、事故に至ったものと推定される。

　製造事業者であるアイシン精機株式会社
では、再発防止策として事業者は平成２６
年１２月８日に当該製品についてリコール
を行い、残留触媒量の低いことを確認した
前輪キャスターへの交換を行っている。

(受付:2014/10/30)電動車いす（ジョイステ
ィック型）

アイシン精機（株）

ＰＣ２０シリーズ

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0047

A201400541

2014-1905

2014/07/24

(事故発生地)

大阪府

　当該製品で走行中、当該製品のフレー
ムが破断し、転倒、負傷した。

　当該製品の破損はヘッドパイプの溶接部付近
に発生しており、破断部近傍に溶接線に沿って
多数の微細なクラックが認められたことから、
溶接施工に起因して発生したクラックの影響で
破損し、事故に至ったものと推定されるが、当
該製品の各部品の外傷や変形等から、使用状況
も事故発生に影響したものと推定される。　な
お、当該製品の同型フレームはＪＩＳ規格を満
たしている。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/11/28)自転車

ブリヂストンサイクル（株
）

ＰＮＵ６３Ｂ

( 重傷 )

A201400625

2014-2167

2014/11/00

(事故発生地)

愛知県

　当該製品で走行中、ギヤ部が空回りし
、バランスを崩して転倒、腰を負傷した
。

　当該製品は、後ギヤのフリーホイールに不具
合があったため、走行中にラチェット機構のつ
めを固定するバネが変形してつめが戻らなくな
り、フリーホイールが空回りし、バランスを崩
して転倒に至ったものと推定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/12/26)自転車

（株）エンドウ商事

ＳＴ－ＶＯＡ４０

( 重傷 )

A201400752

2014-2625

2015/01/31

(事故発生地)

愛知県

　当該製品で走行中、当該製品のフレー
ムが破断し、転倒、負傷した。

　当該製品は、フレームメインパイプとヒンジ
部の溶接部に溶接不良があったことに加え、ヒ
ンジ固定レバーに緩みがあったため、走行中の
ストレスによりメインパイプとヒンジ部との溶
接部に亀裂が生じて破断し、転倒に至ったもの
と推定される。　なお、取扱説明書には、「安
全のためにレバー部が確実に固定されているか
確認する」旨、記載されている。

　輸入事業者である株式会社ケイ・エイチ
・エス・ジャパンでは、再発防止として、
２０１５年２月７日から「点検のお願い」
をホームページ及び販売店で掲載している
。

(受付:2015/02/13)折りたたみ自転車

（株）ケイ・エイチ・エス
・ジャパン

Ｆ－２０Ｓ－ＧＮ

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0048

A201400780

2014-2710

2014/12/13

(事故発生地)

大阪府

　当該製品で走行中、ペダルが空回りし
、転倒、負傷した。

　当該製品のギヤ台の加工不良があったため、
おねじ径が小さくなりギヤ台と6段ギヤとが十
分に締結されていなかったことにより、走行中
にギヤの空転現象が起こり事故に至ったものと
推定される。

　再発防止策として、部品製造事業者は
２０１５年３月１１日よりギヤ台組み立て
時に、おねじ外径の全数検査を開始し、同
年３月１７日より加工機械の操作パネルの
変更を行い、非常停止中に復帰しない改善
を行った。

(受付:2015/02/25)折りたたみ自転車

アサヒサイクル（株）

ＯＡＨ２０６

( 重傷 )



　製品区分：　06.身のまわり品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0049

A201300595

2013-2380

2013/09/01

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品を使用していたところ、皮膚
が炎症を起こした。

　○使用者は当該品をスポーツ用として１年程
使用しテンプルと接する耳付近に炎症を起こし
たため病院を受診した○炎症を起こしたテンプ
ルのラバー部分には緑色の物質が付着していた
○当該品に付着していた物質の分析は実施でき
なかった○当該品と同様にテンプルに緑色の物
質が付着していたとして事故同等品が複数件回
収されていたが通院に至った事例は確認できな
かった○事故同等品に付着していた緑色の物質
を分析した結果、汗等の成分と推定される有機
物の他にニッケルが含まれていた○使用者によ
るパッチテストは実施されていなかった。●当
該品のテンプルのラバー内側から外側に原因物
質が浸出したために炎症を起こしたと推定され
原因物質の１つとしてニッケルが考えられたが
当該品に付着していた物質の分析ができていな
いことと使用者によるパッチテストが行われて
いないことから製品起因か否か含め事故原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2013/12/04)眼鏡フレーム

（株）マーションジャパン

ＮＩＫＥ　Ｖｏｒｔｅｘ
　７０７０／１

( 重傷 )

A201300834

2013-3946

2014/01/01

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品を使用していたところ、足首
に火傷を負った。

　調査の結果、○当該製品のカイロは、廃棄さ
れており、確認できなかった。○当該製品の専
用ホルダーに、穴開き等の異常は認められなか
った。○同等品を用いて、実使用時のカイロの
温度を測定したところ、異常は認められなかっ
た。●同等品に異常は認められないものの、当
該製品のカイロが廃棄されて確認できないこと
から、製品に起因するか否かを含め、事故原因
の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/02/27)カイロ（足首用）

桐灰化学（株）

なし

( 重傷 )



　製品区分：　06.身のまわり品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0050

A201400066

2014-0352

2014/03/17

(事故発生地)

愛媛県

　当該製品を使用していたところ、腹部
に低温火傷を負った。

　調査の結果、○使用者は、当該製品を、衣類
３枚の上から、背中に３枚、腹部に１枚貼り付
けて、６～８時間使用しており、背中側に異常
はなかった。○使用中、肌の状態は確認してい
なかった。○使用者は、従前から同様の使用方
法で当該製品を使用しており、これまでに異常
がなかった。○事故品は廃棄されており、確認
できなかった。○同等品の温度測定結果に、異
常は認められなかった。●当該製品が異常発熱
した可能性や、使用者が途中で肌の状態の確認
をしなかったため事故の症状に至った可能性が
考えられるが、当該製品は既に廃棄されていた
ため確認ができず、また、使用者は従前から同
様の使用方法で異常を認めていないことから、
製品起因か否かを含め、原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/05/01)カイロ（使い捨て式、貼
るタイプ）

桐灰化学（株）

貼るタイプはるホットウォ
ーマーＫ

( 重傷 )

A201400223

2014-0968

2014/06/01

(事故発生地)

静岡県

　当該製品を含む複数のライターをズボ
ンのポケットに入れていたところ、着火
し脚に火傷を負った。

　○うたた寝していた時に太股付近が熱くなり
座っていた座布団から発煙していたため台所で
座布団に水を掛けて戻る途中ズボンから出火し
た○当該品はチャイルドレジスタンス機能付の
やすり式でズボンの中には当該品以外に圧電式
ライターが２個入っていた○発煙した座布団を
持ち上げた際たばこの吸い殻が座布団から落ち
た○事故の前に１時間半程は当該品を含めてラ
イターを使用していない○当該品はタンク上部
が焼損していたが風防に過熱痕は無くやすりや
点火レバー付近に焼損は認められなかった○ノ
ズルは周辺樹脂が溶融しノズルが開いて点火レ
バーが下がった状態で固着しており動作確認は
できなかった○ノズル及び点火レバー付近に動
作を阻害する異物は認められなかった●当該品
は製品外部からの延焼により焼損した可能性も
あるが樹脂が溶融してノズルが開いた状態で固
着しており動作確認ができないため製品起因か
否かを含め事故原因の特定には至らなかった

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2014/07/18)ライター（使い切り型）

（株）東海

ＣＲＭＬ－１７

( 重傷 )



　製品区分：　06.身のまわり品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0051

A201400843

2014-2894

2015/01/10

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品を使用中、当該製品からお湯
が漏れ、脚に火傷を負った。

　当該製品は、ゴム同士の界面接着が必要であ
るにもかかわらず天然ゴムが２２％しか含まれ
ていない配合設計であったことから、接着不良
による界面剥離が起こり、その部分が起点とな
って破断したものと推定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/03/16)湯たんぽ

コモン（株）

無し

( 重傷 )

A201500056

2015-0160

2015/03/05

(事故発生地)

群馬県

　施設で当該製品を使用中、当該製品が
破損し、脚に火傷を負った。

　当該製品は、事故の後に熱の影響を受けてい
たため、事故時の状態を確認することができず
、また、詳細な使用状況等は不明であり、製品
起因か否かを含め、事故原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2015/04/21)電子レンジ加熱式湯たん
ぽ

（株）カインズ

なし

( 重傷 )


